
第2次かどま男女共同参画プラン推進状況等調査シート

平成２7年(２０１5年)７月

門真市市民生活部人権女性政策課



施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成26年度
の事業目標

平成26年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成27年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号

1 男
女
共
同
参
画
の
意
識
づ
く
り

1 広報紙など
の媒体を通
じた啓発の
推進

あらゆる年代や立場
の人が男女共同参画
への理解を深めるた
め、広報紙などの媒
体を通じて啓発を進
めます

門真市男女共同参
画推進条例や第２
次かどま男女共同
参画プラン及びプ
ランの推進状況を
広報紙・ホーム
ページ等、多様な
媒体で周知を図る

①市のホームページに「第2次かどま男女
共同参画プラン」、「条例」及び「推進状
況等調査シート」を掲載し、男女共同参画
週間講演会等で参加者等に周知啓発を行っ
た。
　
②「第2次かどま男女共同参画プラン」、
「条例」及び「推進状況等調査シート」を
ホームページで公表することで啓発効果が
向上した。

③ホームページでは市内全戸に届かないた
め「広報かどま」により積極的に周知を
図っていく。

門真市男女共同参画
推進条例や第２次か
どま男女共同参画プ
ラン及びプランの推
進状況を広報紙や
ホームページ等の多
様な媒体で周知し、
男女共同参画への理
解が深まるように啓
発していく

市のホームペー
ジ活用により啓
発効果が向上し
ていることは評
価できる。
今後も引き続
き、広報紙等多
様な媒体を活用
して、更に積極
的に周知啓発に
努めていただき
たい。

人権女性政策課　

1

男女共同参
画に関する
認識を深め
る機会の充
実

講座などを開催し、
男女共同参画に関す
る認識を深める機会
の充実に努めます

3日間連続の講座か
ら、1日単位の講演
会として開催し、
集客率を上げるこ
とにより男女共同
参画に関する認識
を深める機会の充
実に努める

①男女共同参画週間中である6月２８日に
男女共同参画週間講演会を実施し、市民の
方約200人の参加があった。

②男女共同参画週間講演会のアンケートの
結果、90％の方が講演会に満足し、88％
の方が男女共同参画に対して関心が出た
り、理解が深まったとの回答を得た。

③より多くの方に男女共同参画に関する認
識を深める機会を提供するために、参加者
が増加するための工夫が必要。

27年度も男女共同参
画週間講演会を開催
し、より多くの方に
楽しみながら、男女
共同参画に関する認
識を深めていただけ
るような機会の充実
に努める

講演会参加者が
大幅に増えたこ
とは大いに評価
できるが、講演
会は、男女共同
参画に関する認
識を深める貴重
な機会であるの
で、参加者をさ
らに増加させる
工夫をしていた
だきたい。

人権女性政策課　

2

方針 施策

基本目標①：誰もが認め合い、共感できる男女共同参画を進めましょう

身近な問
題とし
て、市民
に理解と
共感を広
げる

1



施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成26年度
の事業目標

平成26年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成27年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号

人 権 尊 重 意
識 を 高 め る
機会の充実

講座などを開催し、
人権尊重意識を高め
る機会の充実に努め
ます。また、性的マ
イノリティや性の多
様性も含め、人権尊
重意識を高めるため
の機会の確保とその
内容の充実に努めま
す

人権講座の開催時
期や時間帯の精査
を行い、25年度よ
り、さらに内容を
充実させ、事業目
的を明確にするこ
とで参加者の増加
につながるよう、
憲法、非核・平
和、ワークライフ
バランス、人権
等、さまざまな
テーマを提供し、
人権尊重意識を高
める

①啓発月間・週間等に合わせ、憲法、就職
差別、非核・平和、ワークライフバラン
ス、人権といった「差別問題」等につい
て、講演会やイベントを開催することがで
きた。

②目標どおりの時期に合わせ開催すること
ができた。

③講座は平日の昼間のみ4回開催し、1回平
均34人を集客したが、前年度平均の37人
を下回った。さらなる集客を目指し、開催
目的等を明確にし、わかりやすい事業とな
るよう取り組む。

人権講座の開催時期
や時間帯の精査を行
い、内容を充実さ
せ、事業目的を明確
にすることで参加者
の増加につながるよ
うに工夫し、さまざ
まなテーマを提供
し、人権尊重意識を
高める

参加者に、参加
しやすい曜日、
時間帯について
アンケートをと
る等の工夫をし
て、参加者の増
加につなげてい
ただきたい。

人権女性政策課　

3

男女等の人
権を尊重し
た表現の推
進

広報紙やチラシ、パ
ンフレットなどの媒
体において、男女等
の人権を尊重した表
現の推進に努めます

広報誌やチラシ、
パンフレット等に
男女の人権尊重の
視点から、適切な
表現を使用するよ
う努めるととも
に、庁内各課が行
う男女の表現行為
が適切に運用され
ているか必要な配
慮を行う

①北河内人権啓発推進協議会と連携して作
成した「表現ハンドブック　考えてみませ
んかよりよい表現～人権尊重のために～」
をホームページに公開し、また、男女の人
権尊重の視点から、適切な表現を使用する
ように努めた。庁内各課が発信するメール
や啓発ポスター等の表現においても適切に
運用されていた。

②庁内の案内・パンフレット等は、担当課
においてわかりやすく工夫されている。

③「表現ハンドブック　考えてみませんか
よりよい表現～人権尊重のために～」をよ
り多くの市民の方に見ていただけるように
努めるとともに、庁内での表現の運用につ
いて、さらに注視していく。

広報誌やチラシ、パ
ンフレット等に男女
の人権尊重の視点か
ら、適切な表現を使
用するよう努めると
ともに、庁内各課が
行う男女の表現行為
が適切に運用されて
いるか必要な配慮を
行う

啓発冊子のホー
ムページ掲載、
庁内各課の運用
状況等、取り組
みは、高く評価
できる。
今後は、庁内各
課において、男
女の人権を尊重
した表現行為の
適切な運用の姿
勢が醸成され、
それが確実に定
着することが望
まれる。

人権女性政策課　

4

方針 施策

2



施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成26年度
の事業目標

平成26年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成27年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号

2 地域団
体、企業
などと一
体となっ
た啓発を
進める

地域団体、
企業などに
対する働き
かけ

地域団体や企業など
に対し、男女共同参
画社会の実現に向け
た取り組みが推進さ
れるように、働きか
けます

門真市企業人権推
進連絡会を対象
に、固定的性別役
割分担意識に基づ
く格差や習慣等に
ついて、職場での
男女共同参画の研
修に取り組み、地
域団体等との働き
かけを強化する

①大阪企業人権協議会と門真市企業人権推
進連絡会の連携により「企業における「公
正採用」と人権」をテーマに研修を開催
し、固定的性別役割分担意識に基づく格差
や習慣等についての啓発やパンフレットの
配布を行った。しかし、地域団体等との交
流の場を設けることはできなかった。

②企業人権研修等は効果的であったが、地
域団体等への啓発の進め方などを検討すべ
きである。

③企業人権研修等は引き続き取り組み、地
域団体等との交流については、庁内各課と
連携して取り組むように努める。

門真市企業人権推進
連絡会を対象に、固
定的性別役割分担意
識に基づく格差や習
慣等について、職場
での男女共同参画の
研修に取り組み、地
域団体等との働きか
けを強化する

庁内各課と連携
して、地域団体
等との連携・交
流を強化し、地
域団体等への啓
発に取り組むこ
とが強く望まれ
る。

人権女性政策課　

5

3 男女共同
参画に関
する情報
を収集
し、提供
する

大 阪 府 等 関
係 機 関 と の
連 携 に よ る
男 女 共 同 参
画 に 関 す る
情 報 の 収 集
と提供

あらゆる場面で男女
共同参画の意識が醸
成されるよう、大阪
府等関係機関と連携
し、情報の収集や提
供に努めます

国や大阪府等関係
機関との連携によ
り、男女共同参画
に関する情報収集
に努め、市民に提
供する

①内閣府発行の月間総合情報誌「共同参
画」や平成26年版「ひとりひとりが幸せな
社会のために」の統計情報誌を人権女性政
策課の啓発コーナーで情報提供した。
　
②情報誌の内容は、男女共同参画全般の意
識の醸成に向けた説明や、元気いっぱい活
躍する女性の紹介があり好評を得ている。

③情報誌の部数が少ないため、市内公共施
設に常設する等の工夫が必要。

国や大阪府等関係機
関との連携により、
男女共同参画に関す
る情報収集に努め、
市民に提供する

内閣府発行の月
間総合情報誌
「共同参画」等
を啓発コーナー
で情報提供して
いることや、市
のホームページ
を内閣府サイト
とリンクさせた
ことは高く評価
できる。
情報誌の部数が
少ないので、市
内公共施設に常
設する等の工夫
をしていただき
たい。

人権女性政策課　

6

方針 施策

3



施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成26年度
の事業目標

平成26年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成27年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号

メ デ ィ ア を
活 用 し た 男
女 共 同 参 画
の推進

メディアの発信する
内容を主体的に選択
し、読み解き、活用
できる能力の向上を
図るため、関係課や
大阪府等関係機関な
どと連携した取り組
みを進めます

内閣府男女共同参
画局や大阪府等の
サイトと市ホーム
ページをリンク
し、市民への男女
共同参画情報の提
供に努める

①市のホームページを内閣府男女共同参画
局と大阪府のホームページとリンクさせる
ことにより情報提供を行った。
　
②市のホームページにリンクが張られたこ
とにより、男女共同参画についての情報提
供を行うことができた。

③多様な情報提供ができるように更なる工
夫をする必要がある。

メディアの発信する
内容を主体的に選択
し、読み解き、活用
できる能力の向上を
図るために市民への
男女共同参画情報の
提供に努める

市のホームペー
ジを内閣府男女
共同参画局と大
阪府のホーム
ページとリンク
させることによ
り情報提供を行
う仕組みができ
たことは高く評
価できる。
多様な情報提供
ができるように
更なる工夫をし
ていただきた
い。

人権女性政策課　

7

男女共同参
画意識を育
む保育の推
進

保育所において、男
女共同参画と一人ひ
とりの個性の尊重を
基本とする保育を進
めます

保育所保育指針に
基づく子どもの個
性を尊重した保育
の実施

①保育所保育指針の趣旨に基づき、子ども
一人ひとりの個性を尊重し、その能力を発
揮できる環境づくりを園全体の取り組みと
して展開した。

②園生活や遊びを通じ、子どもが性別にと
らわれず個性を尊重する意識づくりが図ら
れた。

③今後も、子どもへの言葉かけなどを通
じ、男女共同参画と一人ひとりの個性を尊
重する意識が醸成されるよう、子どもの心
の育成に配慮していきたい。

保育所保育指針に基
づく子どもの個性を
尊重した保育の実施

引き続き、幼児
の段階からジェ
ンダー・バイア
スをかけないよ
うに組織的に取
り組んでいただ
きたい。

保育幼稚園課

8

保育所職員
研修の充実

保育所職員に対し、
男女共同参画の視点
に立った保育が進め
られるよう、研修を
充実します

保育所職員に対す
る男女共同参画の
視点に立った保育
を推進するための
研修への参加を促
進する

①男女共同参画の視点に立った保育を実践
していくため、研修参加が可能な体制を整
備し、各種研修への参加を促した。

②研修の参加者のみならず、報告を通じて
園全体で研修内容を共有し、研修の成果を
より効果的に発揮することができた。

③外部研修への参加促進を図るのみなら
ず、男女共同参画の意識の醸成に資する研
修の企画・実践を図っていきたい。

男女共同参画の視点
に立った保育を推進
するための研修への
参加促進及び企画・
実践

研修は非常に重
要であるので、
引き続き、研修
への参加促進、
研修内容の園全
体での共有を図
るとともに、複
数年をかけて全
員が研修に参加
できる体制を速
やかに整備して
いただきたい。

保育幼稚園課

9

方針 施策

保育所・
幼稚園・
学校など
におい
て、男女
共同参画
意識を育
む

多
様
な
選
択
を
可
能
に
す
る
教
育
・
学
習
の
推
進

2 1

4



施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成26年度
の事業目標

平成26年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成27年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号

男 女 共 同 参
画 意 識 を 育
む 教 育 の 推
進

幼稚園において、男
女共同参画と一人ひ
とりの個性の尊重を
基本とする教育を進
めます。また、性別
にとらわれず、男女
が主体的な選択を可
能にするための個性
や能力を尊重した進
路・生徒指導を進め
ます

男女共同参画と一
人ひとりの個性の
尊重を基本とした
教育を推進するた
め、男女平等教育
推進委員会等で、
情報共有や意見交
流を行い、進路を
見据えた取組を推
進する

①幼稚園教育要領の趣旨に基づき、園全体
で男女共同参画と一人ひとりの個性の尊重
を基本とした幼児教育を展開した。

②男女共同参画と園児それぞれの個性の尊
重するため、職員間で情報共有を図り、一
体的な取り組みを行うことにより、性別に
とらわれず個性を尊重する視点に立った教
育を実践した。

③より男女参画と個性の尊重する意識の向
上に向けた、実践的、かつ発達段階に応じ
た取組を推進していきたい。

幼稚園教育要領に基
づく子どもの個性を
尊重した幼児教育の
実施

教育機関の果た
す役割は非常に
大きいので、各
園内の職員間で
情報共有を図
り、各園で組織
的な取り組みを
行うと同時に、
各園の連携のも
と、今後も継続
して、男女共同
参画と一人ひと
りの個性の尊重
を基本とした幼
児教育の展開に
積極的に取り組
んでいただきた
い。

保育幼稚園課

10

男 女 共 同 参
画 意 識 を 育
む 教 育 の 推
進

学校において、男女
共同参画と一人ひと
りの個性の尊重を基
本とする教育を進め
ます。また、性別に
とらわれず、男女が
主体的な選択を可能
にするための個性や
能力を尊重した進
路・生徒指導を進め
ます

男女共同参画と一
人ひとりの個性の
尊重を基本とした
教育を推進するた
め、男女平等教育
推進委員会等で、
情報共有や意見交
流を行い、進路を
見据えた取組を推
進する

①男女平等教育推進委員会で、各校の実践
や情報を共有し、意見交流を行った。

②性別にとらわれす、自分自身だけでなく
周りを含めた、一人ひとりが大切な存在で
あることに気付くことができるような取組
を行っている。

③幼小中の一貫教育における校種間の連携
のもと、継続して取組を進め、子ども達の
意識を育んでいくことが必要である。

男女共同参画と一人
ひとりの個性の尊重
を基本とした教育を
推進するため、男女
平等教育推進委員会
等で、情報共有や意
見交流を行い、キャ
リア・進路を見据え
た取組を推進する

男女平等教育推
進委員会で、各
校の実践や情報
を共有し、意見
交流を行ってい
ることは評価で
きる。
教育機関の果た
す役割は非常に
大きいので、幼
小中の連携のも
と、今後も継続
して、男女共同
参画と一人ひと
りの個性の尊重
を基本とした教
育の推進に積極
的に取り組んで
いただきたい。

学校教育課

11

方針 施策

5



施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成26年度
の事業目標

平成26年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成27年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号

幼 稚 園 ・ 学
校 教 職 員 研
修の充実

学校教職員に対し、
男女共同参画の視点
に立った教育が進め
られるよう、研修を
充実します

男女平等教育推進
委員会を中心に、
取組を充実させる
ことができるよう
な教職員研修の実
施を行う

①男女平等教育推進委員会や学習会におい
て「かどま第2次男女共同参画プラン」を
周知し、「デートＤＶ」「スクールセクハ
ラ」に関する研修や男女平等教育に関する
実践報告会を行った。

②何がＤＶやセクハラに当たるのかという
ことに気付こうとする意識を高めることが
できた。

③男女共同参画の視点に立った、より実践
的な取組を各校園に広げること。

男女平等教育推進委
員会を中心に、各学
校園での実践につな
がる教職員研修を実
施する

実践報告などに
よる学校間の情
報共有は重要で
あるので、今後
も継続していた
だきたい。
より実践的な取
組や発達段階に
応じた取組が各
学校に広がるこ
とを期待する。

学校教育課

12

幼 稚 園 ・ 学
校 教 職 員 研
修の充実

幼稚園職員に対し、
男女共同参画の視点
に立った教育が進め
られるよう、研修を
充実します

男女平等教育推進
委員会を中心に、
取組を充実させる
ことができるよう
な教職員研修の実
施を行う

①園内人権研修を通じて男女平等教育を推
進した。

②男女の区別と差別の違いに対する教職員
の意識を高めることができた。

③男女共同参画の視点に立った、より実践
的な取り組みを各園に広げること。

男女平等教育の推進
について、各園での
実践につながる教職
員研修を実施する。

男女平等教育を
推進するための
園内人権研修は
重要であるの
で、今後も継続
していただきた
い。
園内人権研修を
通じて、より実
践的な取組が各
園に広がること
を期待する。

保育幼稚園課

13

方針 施策

6



施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成26年度
の事業目標

平成26年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成27年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号

キャリア教
育の推進

子どもたちが将来の
夢や希望をしっかり
と描き、学ぶことや
働くことへの意欲や
目的をより確かなも
のにするために、引
き続き中学校で行わ
れる職場体験学習を
より充実させるとと
もに、各中学校区に
おいては、小・中学
校の一貫した系統的
なカリキュラムによ
るキャリア教育を研
究し、実践を進めま
す

一貫教育課程研究
委員会等で、保・
幼・小・中学校に
おける系統的なカ
リキュラムやキャ
リア教育について
の研究を進める
一貫教育全体計画
に基づいた実践を
さらに積み重ねて
いく

①各中学校において、学ぶこと・働くこと
に意欲や目的を持てるよう、職場体験学習
を行った。また、一貫教育課程研究委員会
においてキャリア教育研修を実施し、中学
校区ごとに一貫教育計画を作成した。

②各校区一貫教育課程研究委員会におい
て、系統的なキャリア教育の重要性への理
解が深まり、中学校区ごとの連携したキャ
リア教育の実践を一定積むことができた。

③全体計画に基づいた実践のさらなる積み
重ねが必要である。

一貫教育課程研究委
員会等で、保・幼・
小・中学校における
系統的なカリキュラ
ムやキャリア教育に
ついての研究を進
め、一貫教育全体計
画に基づいた実践を
さらに積み重ねてい
く

全体計画に基づ
いた実践の積み
重ねとカリキュ
ラムの系統性に
関する研究の継
続が望まれる。
キャリア教育の
実践の成果を他
の自治体と比較
するなどして検
証し、検証結果
に基づいて更に
改善することが
望まれる。
また、市民への
積極的な分かり
やすい広報が望
まれる。

学校教育課

14

保 護 者 に 対
す る 男 女 共
同 参 画 社 会
の 啓 発 の 推
進

保育所や幼稚園、学
校などにおける男女
共同参画や子どもに
とっての男女共同参
画などについて、Ｐ
ＴＡ活動の中で理解
を深められるよう啓
発するとともに、男
女共同参画の視点に
立った保護者会活動
などへの働きかけを
進めます。また、男
女共同参画の視点に
立った家庭教育の重
要性について、啓発
を進めます

懇談や保護者会活
動の場など、あら
ゆる機会を通じ、
保護者の男女共同
参画に向けた啓発
を推進

①懇談や行事などの機会をとらえ、男女共
同参画による実践例を紹介するなど啓発に
努めるとともに、男女共同参画の視点で保
護者会活動が運営されるよう助言等に努め
た。また、子どもに関する相談を通じ、各
家庭が抱える問題について適切に対応する
とともに、必要に応じて関係機関と連携
し、支援に取り組んだ。

②保護者間において男女共同参画の意識が
高まってきており、行事参加、子どもの送
迎、家庭が抱える問題などにおいて、父母
がともに関わる家庭が増加している。

③すべての保護者が男女共同参画の視点に
立った活動を実践されるよう、今後とも、
あらゆる機会をとらえ、啓発に努めていき
たい。

あらゆる機会を通
じ、更なる保護者の
男女共同参画促進に
向けた啓発・助言等
の推進

保護者間におい
て男女共同参画
の意識が高まっ
てきていること
は、取り組みの
成果として高く
評価できる。
今後も、すべて
の保護者が男女
共同参画の視点
に立った活動を
実践されるよ
う、あらゆる機
会を用いて啓発
に努めていただ
きたい。

保育幼稚園課

15

方針 施策

7



施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成26年度
の事業目標

平成26年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成27年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号

保 護 者 に 対
す る 男 女 共
同 参 画 社 会
の 啓 発 の 推
進

保育所や幼稚園、学
校などにおける男女
共同参画や子どもに
とっての男女共同参
画などについて、Ｐ
ＴＡ活動の中で理解
を深められるよう啓
発するとともに、男
女共同参画の視点に
立った保護者会活動
などへの働きかけを
進めます。また、男
女共同参画の視点に
立った家庭教育の重
要性について、啓発
を進めます

男女共同参画の視
点に立ったＰＴＡ
活動の実施に向
け、生涯学習課と
も連携して働きか
けを行う。また、
男女共同参画の視
点に立った家庭教
育の重要性につい
ての啓発が進むよ
う、男女平等教育
推進委員会等をと
おして、各学校園
での取組を進める

①幼稚園、学校などにおける男女共同参画
や子どもにとっての男女共同参画などにつ
いて、保護者がＰＴＡ活動をとおして理解
を深められるよう啓発した。

②男女共同参画の視点に立った家庭教育の
重要性についての啓発が進むよう、男女平
等教育推進委員会等で、情報共有や意見交
流を行うことができた。

③ＰＴＡ活動をとおして保護者への啓発が
進むよう、生涯学習課とも連携し、取組を
進める。

男女共同参画の視点
に立ったＰＴＡ活動
の実施に向け、生涯
学習課とも連携して
働きかけを行う。ま
た、男女共同参画の
視点に立った家庭教
育の重要性について
の啓発が進むよう、
男女平等教育推進委
員会等をとおして、
各学校園での取組を
進める

生涯学習課と連
携して、今後も
継続して、保護
者に対する男女
共同参画社会の
啓発推進に取り
組んでいただき
たい。

学校教育課

16

2 男女共同
参画を進
める多様
な学習機
会を提供
する

男女等のエ
ンパワーメ
ントやチャ
レンジのた
めの能力開
発や学習機
会の充実

男女が個性と能力を
発揮できるように、
意識啓発を行うとと
もに、能力開発や技
術の向上のための講
座など学習機会の提
供の充実に努めます

能力開発や技術の
向上のための講座
など学習機会の提
供に努める

①健康アップ講座として、医師や管理栄養
士による生活習慣改善の講演会、身体ほぐ
しの体操、癒しのコンサートを実施した。

②受講者数は105人で、健康な体の維持・
増進や身体ほぐし、心ほぐしの方法を学び
ながら、同年代の者同士がコミュニケー
ションをはかり、男女共参加する中で、お
互いを労わり、尊重する学習の場になり大
変好評であった。

③能力開発や技術向上は、長年の蓄積によ
るところが多く、すぐには次の段階に進み
にくいところも多い。
受講者の感想などを参考に改善に努めた
い。

能力開発や技術の向
上のための講座など
学習機会の提供に努
める

健康のみなら
ず、男女共同参
画を進めるべ
く、エンパワー
メントにつなが
る能力開発、技
術向上のセミ
ナーや講座の開
催に継続して取
り組んでいただ
きたい。
参加者からの要
望なども聴取し
て、多様な学習
機会を提供して
いただきたい。

生涯学習課

17

方針 施策

8



施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成26年度
の事業目標

平成26年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成27年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号

男 性 の 家 庭
生 活 や 地 域
活 動 へ の 参
加 を 促 進 す
る 機 会 の 充
実

子育て期の父親のみ
ならず、退職後の男
性などが子育てや介
護、料理などが必要
になったときにも困
らないように、知識
や技術習得のための
教室を開催します

「なかよし料理教
室」はシルバー人材
センターと共催で取
り組み、さらに男性
の参加者が増えるよ
うなメニューの工夫
をするとともに、60
歳以上のパソコン教
室も継続して開催
し、さらにステップ
アップ講座にも取り
組む

家庭教育学級を開催
し、男性のさらなる
参加増を図る

①シルバー人材センターとの共催事業や、
公民館事業の各種講座として男性（父親
等）が参加しやすい講座を開催した。
　
②料理教室や親子体操教室など男性（父親
等）が参加しやすい講座を開催した。ま
た、60歳パソコン教室、ステップアップ講
座も開催して、パソコン講座に於いては、
72人のうち27名の男性の参加があった。

③男性（父親等）が参加しやすい時間帯に
講座が開催できるようにし設定し、広報等
を通じて講座内容をもっとＰＲしていきた
い。

公民館ではまだまだ
母親主体の講座等事
業参加者が多いた
め、男性（父親等）
が気軽に参加できる
ような講座内容や環
境等を整備して、男
性参加者の増加を図
りたい。

男性の参加を意
識した講座への
配慮は評価でき
る。
男性参加者から
の、参加増加を
図るアンケート
等の実施が有効
ではないか。

生涯学習課

18

3 女
性
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
暴
力
の
根
絶

1 暴力を許
さない社
会をつく
るための
啓発を進
める

市 民 に 対 す
る Ｄ Ｖ や セ
ク シ ュ ア
ル ・ ハ ラ ス
メ ン ト な ど
の 啓 発 の 推
進

市民に対し、ＤＶや
セクシュアル・ハラ
スメントなど、男女
間等における暴力を
なくすため、啓発を
進めます。また、売
買春やストーカーな
ど女性の人権を侵害
する行為について、
認識を高めるための
啓発を進めます

啓発事業等におい
て、売買春やス
トーカーなど女性
の人権を侵害する
行為について、認
識を高めるための
取組みを進め、女
性に対する暴力を
なくす運動ポス
ターを掲示し啓発
に努める

①11月の「女性に対する暴力をなくす運
動」期間にポスターを掲示し、「女性の人
権ホットライン」及び「女性のための相
談」についての周知を行った。

②ポスターを掲示する等により、女性に対
する暴力の相談窓口等の情報提供を一定す
ることができた。

③相談窓口の情報提供等に継続して取り組
み、広く啓発に努める。

啓発事業等におい
て、売買春やストー
カーなど女性の人権
を侵害する行為につ
いて、認識を高める
ための取組みを進
め、女性に対する暴
力をなくす運動ポス
ターを掲示し啓発に
努める

相談窓口の利用
状況、および、
件数、内容等の
把握に努め、今
後の対策に繋げ
て頂きたい。

人権女性政策課　

19

方針 施策

9



施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成26年度
の事業目標

平成26年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成27年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号

企 業 に 対 す
る セ ク シ ュ
ア ル ・ ハ ラ
ス メ ン ト な
ど の 啓 発 の
推進

企業に対し、職場に
おけるセクシュア
ル・ハラスメントに
対する理解と認識を
深めるための啓発を
進めます

市内企業にハラス
メント、メンタル
面の他、産休・育
休に関するＤＶＤ
研修を実施すると
ともに、大阪府総
合労働事務所が発
行する「職場のハ
ラスメント防止・
対応ハンドブッ
ク」を提供し企業
内での啓発活動に
取り組む

①市内企業内において、視聴覚教材を用い
て「職場におけるハラスメント」をテーマ
に研修を実施した。また、大阪府総合労働
事務所発行の「職場のハラスメント防止・
対応ハンドブック」を提供し、啓発に努め
た。

②視聴覚教材を用いた研修は、管理職や従
業員に直接的な効果があるため高評価を得
た。また、大阪府発行のハンドブックはテ
キストとして保存されている。

③教材を用いた研修は一時的に効果が発生
するが、持続的でないため、継続した啓発
活動が必要。

市内企業にハラスメ
ント、メンタル面の
他、産休・育休に関
するＤＶＤ研修を実
施するとともに、大
阪府総合労働事務所
が発行する「職場の
ハラスメント防止・
対応ハンドブック」
を提供し企業内での
啓発活動に取り組む

どれくらいの市
内企業に実施さ
れたのか提示願
いたい。
職場のメンタル
面も深刻な問題
となっているよ
うだ。
男女それぞれの
問題を汲み取
り、広く啓発す
ることは必要だ
と思われる。

人権女性政策課　

20

教 職 員 に 対
す る セ ク
シ ュ ア ル ・
ハ ラ ス メ ン
ト な ど の 啓
発の推進

教職員に対し、児
童・生徒に対するセ
クシュアル・ハラス
メントを防止するた
め、児童・生徒のた
めの相談体制の整備
や、管理職をはじめ
とした教職員の研修
の充実を図ります

教職員の意識向上
のため、被害事例
の検証やロールプ
レイング等を取入
れた、より効果的
な研修を行う

①ロールプレイングやワークショップな
ど、体験的なセクハラ防止研修を行った。

②体験的な研修を行うことで、教職員のセ
クハラへの問題意識を明確にすることがで
きた。

③今後も計画的な研修・継続的な啓発を行
ない、教職員の意識向上を図る。

教職員が児童・生徒
の立場に立った問題
意識を持てるよう、
より効果的な研修を
行っていく

昨年度行われて
いなかった研修
が実施されたこ
とは評価でき
る。継続的な実
施を望む。

学校教育課

21

デートＤＶ
の啓発の推
進

若い世代などに対
し、デートＤＶにつ
いて、社会的な課題
であることの認識を
深めるため、啓発を
進めます

学校教育課と連携
し、市内にある6つ
の中学校の中から
希望校を募り、
デートＤＶに関す
る啓発講演会を開
催する

①学校教育課と連携し市内の中学校で
「デートDV」の講演等の実施を予定したが
開催できなかった。
　
②学校教育課と中学校の校長会等で協議す
る場が設けられなかった。

③教育委員会等との協議の場を設定し、研
修の開催に取り組む。

学校教育課と連携
し、市内にある6つの
中学校の中から希望
校を募り、デートＤ
Ｖに関する啓発講演
会を開催する

昨年度と同様な
結果のようで残
念である。昨年
同様、どのよう
な経緯で実施で
きなかったかの
把握も必要では
ないか。

人権女性政策課　

22

方針 施策

10



施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成26年度
の事業目標

平成26年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成27年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号

母 子 保 健 事
業 な ど を 通
じたDV防止
の 啓 発 や 相
談の充実

妊産婦やその配偶者
に対し、母子健康手
帳の交付や乳児家庭
全戸訪問などの機会
に啓発や相談を進め
ます

DV防止等の啓発に
努めるとともに、
健診や家庭訪問で
の状況把握に努め
る

①相談に応じてＤＶ相談の窓口を紹介。

②窓口でのチラシ等による情報提供はでき
ていなかった。

③健診や家庭訪問や乳児家庭全戸訪問の機
会に、相談をキャッチし支援につなげる。
また、窓口に啓発チラシ等を置き、啓発に
努める。

DV防止等の啓発に努
めるとともに、健診
や家庭訪問での状況
把握に努める

昨年度は、途中
でパンフレット
切れとのことで
あったが、今年
度は作成されな
かったのか？情
報提供の充実と
啓発に努めてい
ただきたい。
昨年度同様、家
庭訪問や乳児家
庭全戸訪での積
極的な状況把握
に期待する。

健康増進課
子育て支援

課

23

学 校 な ど に
お け る 人 権
教育の推進

児童・生徒に対し、
小・中学校において
暴力を許さない心を
育む人権教育を進め
ます

教職員が、様々な
「暴力」があると
いうことを知り、
「暴力」を許さな
い心を育む人権教
育に取り組む

①男女平等教育推進委員会において「デー
トＤＶ」「スクールセクハラ」に関する研
修会を行った。

②身体的なものだけでなく様々なＤＶやセ
クハラがあるということを理解することが
できた。

③様々な「暴力」があることを、より多角
的に知る必要がある。

教職員が、様々な
「暴力」があるとい
うことをより多角的
に知り、「暴力」を
許さない心を育む人
権教育に取り組む

教職員の研修と
ともに、児童・
生徒に対する指
導の充実も期待
する。

学校教育課

24

医 療 ・ 保
健 ・ 福 祉 関
係 者 や 保 健
福 祉 施 設 、
地 域 団 体 な
ど に 対 す る
周知

医師会や保健福祉セ
ンター、民生委員児
童委員、校区福祉委
員会などに対し、Ｄ
Ｖをはじめ児童虐待
や高齢者虐待、障が
い者虐待など、暴力
被害者を見逃さない
ように、通報窓口や
通報方法などの周知
を図ります

関係課・関係団体
と連携し、当課所
管の門真市民生委
員児童委員協議
会、門真市社会福
祉協議会、CSW等
の団体、担い手に
対する関連情報の
提供に努める

①児童虐待の通報窓口について、毎月の民
生委員・児童委員協議会定例会などで周知
を行った。また、新たな情報がある度に広
報紙等で周知に努めている。

②民協定例会、広報紙等の周知により各団
体に相談の問い合わせがくるようになっ
た。

③市内で情報が行き届いていないところも
あるので、今後も引き続き更なる周知を行
うよう努める必要がある。

関係課・関係団体と
連携し、当課所管の
門真市民生委員児童
委員協議会、門真市
社会福祉協議会、
CSW等の団体、担い
手に対する関連情報
の提供に努める

前年度同様の結
果から、市内で
情報の行き届い
ていないところ
の把握とその理
由の解明も必要
ではないか。

地域福祉課

25

方針 施策

11



施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成26年度
の事業目標

平成26年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成27年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号

被 害 者 を 発
見 し や す い
立 場 に あ る
職 員 に 対 す
る情報提供

ＤVや虐待に対して
適切な対応ができる
ように、関係課の相
談窓口職員や教職員
などのスキルアップ
を図るため、情報を
収集し、提供します

大阪府等が開催す
るＤＶ等研修会の
庁内周知を図り、
相談員の参加を促
しスキルアップを
図るとともに、庁
内関係課との情報
共有の機会を充実
する

①人権相談員が大阪府等が開催するDV等研
修会に参加し、相談に関するスキルアップ
を図った。また、関係課へも研修等の情報
を提供した。

②DV等研修会において事例検討等の学習を
重ねることにより、相談員のスキルアップ
が図られ、庁内連携や情報提供にも効果が
あった。

③DV等研修会は開催回数が少ないため、研
修参加だけではなく様々な情報を収集し、
情報提供できる環境を整える。

大阪府等が開催する
ＤＶ等研修会の庁内
周知を図り、職員及
び相談員の参加を促
し、スキルアップを
図るとともに、庁内
関係課との情報共有
の機会を充実させる

昨年同様、担当
者の意識、スキ
ルの高さが、問
題の早期発見に
繋がると思われ
る。担当者のス
キルアップに期
待したい。

人権女性政策課　

26

女 性 に 対 す
る 暴 力 表 現
を 含 む 屋 外
広 告 物 の な
い ま ち づ く
りの推進

女性に対する暴力表
現を含む屋外広告物
に対し、門真市美し
いまちづくり推進協
議会や地域団体と連
携し、指導、警告、
撤去活動を進めます

広報紙やホーム
ページへの周知と
伴に門真市美しい
まちづくり推進協
議会不法屋外広告
物部会及び門真市
違法屋外広告物追
放推進団体による
撤去活動の推進に
努める

①門真市美しいまちづくり推進協議会の不
法屋外広告物部会において、毎月１回門真
市駅及び古川橋駅周辺の違法屋外広告物撤
去活動と啓発活動を行っている。また、地
域住民と連携し自治会での撤去活動及び公
益社団法人シルバー人材センターへの業務
委託も行っている。

②以前よりも掲出されている広告物の数が
減り、景観も良くなった。

③６月に古川橋駅周辺での啓発活動を行っ
たが、さらなる市民周知を図るための工夫
が必要である。

広報紙やホームペー
ジへの周知とともに
門真市美しいまちづ
くり推進協議会不法
屋外広告物部会及び
門真市違法屋外広告
物追放推進団体によ
る撤去活動の推進に
努めていく

撤去活動の幅が
広がったことは
評価できる。
目に見えて景観
が良くなれば、
問題広告物に対
する麻痺状態に
気づき、加速度
的に問題物も
減っていくと思
われる。

環境対策課

27

2 安心して
相談でき
る体制を
充実する

相談窓口の
周知

広報紙をはじめホー
ムページやパンフ
レット、講座、母子
保健事業などさまざ
まな媒体や機会を通
じて、相談窓口の周
知を図ります

定期的に広報紙や
ホームぺージを中
心に、女性のため
の相談、人権相
談、人権擁護委員
による相談や関係
機関での専門分野
も含めた相談の周
知を図り相談体制
の充実をめざす

①広報紙で定期的に相談等の情報を提供
し、12月の人権週間特集号においても相談
等の記事を記載した。また、市HPやチラシ
を作成し、周知に努め、各種関係機関へ引
継ぎも対応した。

②広報誌で定期的に相談窓口の記事を掲載
し、市HPでも情報提供した。チラシ等の印
刷物は人権講座など、イベントで配布する
ことができた。

③継続して市民に情報の提供、周知活動に
取り組むことが必要。

定期的に広報紙や
ホームぺージを中心
に、女性のための相
談、人権相談、人権
擁護委員による相談
や関係機関での専門
分野も含めた相談の
周知を図り相談体制
の充実をめざす

府、その他の相
談窓口も視野に
入れた周知の仕
方も有効かと思
われる。「常に
問題はある」こ
とを前提に、情
報を必要として
いる人の目にと
まる継続的な周
知は大切と思わ
れる。

人権女性政策課　

28

方針 施策

12



施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成26年度
の事業目標

平成26年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成27年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号

相談窓口の
周知

広報紙をはじめホー
ムページやパンフ
レット、講座、母子
保健事業などさまざ
まな媒体や機会を通
じて、相談窓口の周
知を図ります

1歳6ヶ月児健診や
経過観察健診時等
において相談窓口
の周知を図るとと
もに、家庭訪問時
等においても情報
提供に努める

①ケースへの支援や市民からの相談に応じ
て、DVや虐待等の相談窓口の周知を図っ
た。

②保健師が担当する訪問ケース支援中の母
子等にDV・虐待等の相談対応ができた 。

③さらに窓口、家庭訪問においてDVの周知
を行い、関係機関との連携に努める。

1歳6ヶ月児健診や経
過観察健診時等にお
いて相談窓口の周知
を図るとともに、家
庭訪問時等において
も情報提供に努める

相談対応ができ
たことは評価で
きる。相談窓口
の 周 知 と 併 せ
て、相談内容の
情報提供も期待
する。

健康増進課

29

相 談 機 能 の
充 実 と 窓 口
の 連 携 の 強
化

DVなどの被害者が
抱える悩みや暴力に
対して適切に対応
し、被害者の心身の
ケアに努めるととも
に、相談機能の充実
と窓口の連携の強化
を図ります

人権相談や女性の
ための相談、人権
擁護委員による相
談の相談窓口等の
チラシをイベント
等で配布するとと
もに、引き続き庁
内関係課との連携
の充実を図る

①各相談窓口の相談件数（26年度）
人権相談107件
女性のための相談　12件
人権擁護委員の相談　1件

②人権相談は毎年100件以上の相談件数が
あるが、女性のための相談と人権擁護委員
の相談は、昨年より減少している。

③各種相談窓口等のチラシなどを、イベン
トや人権講座等で配布し、さらなる周知に
努める必要がある。また、庁内他課の実施
する相談窓口との連携強化に努める。

人権相談や女性のた
めの相談、人権擁護
委員による相談の相
談窓口等のチラシを
イベント等で配布す
るとともに、引き続
き庁内関係課との連
携の充実を図る

相談すべき内容
だとの認識がな
い場合もあり得
るのではない
か。
チラシの内容の
再点検も必要か
もしれない。
相談内容も複雑
化、専門化して
いるのかもしれ
ない。
他課との連携強
化は相談機能の
充実として重要
である。

人権女性政策課　

30

警 察 や 医 療
機 関 、 大 阪
府 等 関 係 機
関 と の 連 携
の強化

DVなどの課題の解
決に向けた取り組み
を進めるために、警
察や医療機関、大阪
府等関係機関との連
携の強化に努めます

DV被害者とその家
族などの安全を確
保するため、引き
続き関係機関と連
携を図り、相談員
で構成する定例会
で情報共有の充実
を図る等体制強化
に努める

①実際のＤＶ被害者等への対応により、門
真警察署や保健所、医療機関、大阪府等の
関係機関との連携が強化された。

②門真警察署、大阪府女性相談センターや
大阪府子ども家庭センターとの連携を図り
被害者とその家族の希望に沿った支援をす
ることができ
た。

③被害者救済のため、庁内の関係各課や関
係機関等と横断的な連携体制の充実を図
り、情報の共有化に取り組む必要がある。

DV被害者とその家族
などの安全を確保す
るため、引き続き関
係機関と連携を図
り、情報共有の充実
を図る等体制強化に
努める

さらなる連携の
強化により、ス
ピーディな対応
を期待する。

人権女性政策課　

31

施策方針

13



施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成26年度
の事業目標

平成26年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成27年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号

子 ど も に 関
す る 相 談 体
制の充実

子どもに関する相談
を通じ、その家庭が
抱える問題につい
て、適切に対応し、
支援に努めます

相談体制の充実を
図り関係各課及び
関係機関との連携
強化に努める

①あらゆる相談に対応するため、ＳＶの指
導、助言のもと、相談員のスキルアップ等
に努めた。

②各家庭が抱える問題に対応するため、関
係機関、関係各課との連携強化に努めた。

③平成27年度より要保護児童連絡調整会議
代表者会議構成機関として新たに５機関
（関西医科大学付属枚方病院、関西医科大
学付属香里病院、中野こども病院、大阪府
立交野支援学校、大阪府立寝屋川支援学
校）を迎え、早期発見、早期対応を図る。

関係機関との連携を
さらに強化し、必要
な支援機関につなぎ
ながら、ケースに応
じた支援体制を構築
する

家庭問題も複雑
化していると思
われる。
改善点としてあ
げられているこ
との実現と効果
に期待する。

子育て支援課

32

高齢者や障
がいのある
人、外国人
などの相談
対応の充実

関係機関と連携し、
高齢者や障がいのあ
る人、外国人などの
相談対応に努めます

庁内関係各課担当
者や大阪府等関係
機関との連携強化
を進め相談対応の
充実を図る

①高齢者や障がい者の相談は担当課と、外
国籍の方は支援者等と相談内容の聴取を進
める等、関係機関と連携し、相談対応の充
実に努めた。

②庁内及び大阪府等関係機関との連携によ
り、相談者の立場・状況に合った対応がで
きた。また、少数派ではあるが、外国籍の
方との相談にも対応できた。

③庁内及び関係機関には、中国語と英語の
通訳は配置されているが、今後は言語に応
じて大阪府のトリオフォン等が活用できる
旨、庁内周知する必要がある。

庁内関係各課担当者
や大阪府等関係機関
との連携強化を進め
相談対応の充実を図
る

施策・事業目標
等千差万別、複
雑多岐に渉る問
題でご苦労は多
いと存じます
が、推進状況等
から良くやって
いると思う。
要はこれからの
活動をいかに濃
密深化させてい
くかにあると思
う。

人権女性政策課　

33

方針 施策

14



施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成26年度
の事業目標

平成26年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成27年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号

高齢者や障
がいのある
人、外国人
などの相談
対応の充実

関係機関と連携し、
高齢者や障がいのあ
る人、外国人などの
相談対応に努めます

関係機関と連携し
て継続的に障がい
者や外国人の方か
らの相談に対応
し、地域で安心し
た生活が送れるよ
う支援する

①障がい者や外国人等からの相談に対し、
関係機関と連携し問題解決に向け取り組ん
だ。２７年３月には障がい者基幹相談支援
センターを設置し、相談支援体制の充実を
図った。

②関係機関と会議・連絡等を通じて連携を
図り、スムーズな問題解決に取り組めた。
また障がい者基幹相談支援センターを中核
とするネットワークによる相談支援体制の
構築ができた。

③今後も障がい害者基幹相談支援センター
を中核としたネットワークの強化に取り組
む。

障がい者基幹相談支
援センターを中核と
して、障がい者の各
種相談支援事業所及
び関係機関と連携し
て継続的に障がい者
や外国人の方からの
相談に対応し、地域
で安心した生活が送
れるよう支援する

幅広い取り組み
で大切なことは
関係諸団体との
ネットワークだ
と思う。
そのような意味
でも障がい者基
幹相談支援セン
ターの設置は当
を得たものと思
う。

障がい福祉課　

34

高齢者や障
がいのある
人、外国人
などの相談
対応の充実

関係機関と連携し、
高齢者や障がいのあ
る人、外国人などの
相談対応に努めます

関係機関と連携
し、引き続き相談
体制の強化に努め
る

①地域包括支援センターを始め、窓口対応
時、相談内容を把握し、必要な支援につな
げた。

②相談内容を傾聴することで、対応内容を
検討し、関係機関との連携を図ることがで
きた。

③今後も相談内容の適確な把握に努め、関
係機関との連携をさらに強化する必要があ
る。

関係機関との連携を
図り、引き続き相談
体制の強化に努める

高齢者は勿論、
特に外国人対応
で大切なことは
窓口対応だと思
う。
頑張って頂きた
い。

高齢福祉課

35

施策方針
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施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成26年度
の事業目標

平成26年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成27年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号

職員研修の
充実

職員に対し、ＤＶや
虐待に関する理解を
深めるとともに、不
適切な対応による二
次的被害を防止する
ため、研修を充実し
ます

人事課と連携し、
啓発事業において
様々なハラスメン
ト等の問題につい
ての研修に取り組
む

①DVや虐待に関する研修を実施することは
できなかった。

②DVや虐待に関する研修を実施することが
できなかった。

③人事課と調整し職員研修の開催に努める
必要がある。

啓発事業において人
事課と連携し、様々
な暴力等の問題につ
いて、研修に取り組
むとともに各課にお
けるＯＪＴでも取り
組めるよう庁内へ発
信する。

このことに限ら
ず、全てにおい
て大切なことは
係わる人たちの
資質もさる事な
がら、普段の勉
強や努力が目的
を達成させると
思う。
このことに関し
ても研修は大切
だと思う。
自主研修も忘れ
ずにしていただ
きたい。

人権女性政策課　

36

職員研修の
充実

職員に対し、ＤＶや
虐待に関する理解を
深めるとともに、不
適切な対応による二
次的被害を防止する
ため、研修を充実し
ます

人権意識の向上は
研修の重点項目と
位置付けており、
引き続き研修を実
施し、また、派遣
研修の内容は、関
係部署等に積極的
に情報提供してい
く

①人権意識の向上を図るため、全職員が５
年間で１度は受講する必須研修と位置づ
け、研修を実施しているところではある
が、ＤＶや虐待をテーマとした研修は、未
実施となった。
（26年度実施テーマ：ヘイトスピーチ、同
和問題）

②研修の実施により、広い意味で人権意識
の向上は図れているが、ＤＶや虐待に特化
した研修は実施できておらず、各種研修、
派遣研修の一部に組み込み理解を深めるに
とどまった。

③今後、ＤＶや虐待のテーマを取り上げて
いく。

人権意識の向上は研
修の重点項目と位置
付けており、引き続
き研修を実施し、ま
た、派遣研修の内容
は、関係部署等に積
極的に情報提供して
いく

上述と同様（Ｄ
Ｖ　児童虐待の
増加が心配）。
さらなる研修に
期待している。

人事課

37

方針 施策
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施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成26年度
の事業目標

平成26年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成27年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号

大阪府等関
係機関との
連携による
一時保護の
推進

DV被害者とその家
族などの安全を確保
するため、大阪府等
関係機関と連携し、
適切な一時保護に努
めます

警察署や大阪府等
関係機関との連携
強化を図り被害者
の保護に努める

①人権女性政策課が一時保護した件数は1
件であった。（前年度と同数）

②大阪府等関係機関と調整し、一時保護施
設で被害者の自立に向けた生活支援等が行
えた。

③迅速に対応できるよう大阪府等関係機関
とのさらなる連携強化が必要である。

警察署や大阪府等関
係機関との連携強化
を図り被害者の保護
に努める

関係機関との緊
密な連携が大切
であり、一層の
連携強化に努め
ていただきた
い。

人権女性政策課　

38

被 害 者 の 状
況 に 対 応 し
た 支 援 の 充
実

DV被害者の生活な
どについて、庁内で
連携し状況に対応し
た支援に努めます

ＤＶ被害者の主体
的な判断による意
思決定に基づき、
庁内関係各課担当
者と連携強化を図
り充実した支援を
行う

①DVに関する相談は28件であった。（25
年度３１件）

②DV被害者の相談内容を十分に聞き取り、
本人の意思を把握の上、本人の意思決定に
よる援助ができている。

③関係機関との連携を強化し、被害者の生
活安定に向けた支援に努める。

ＤＶ被害者の主体的
な判断による意思決
定に基づき、庁内関
係各課担当者と連携
強化を図り充実した
支援を行う

相談員の充実及
び相談員の資質
向上に努め、庁
内関係各課との
連携を強化し、
被害者支援にあ
たっていただき
たい。

人権女性政策課　

39

被 害 者 の 状
況 に 対 応 し
た 支 援 の 充
実

DV被害者の生活な
どについて、庁内で
連携し状況に対応し
た支援に努めます

住基本台帳事務に
基づく支援措置の
実施に際し、関係
部署との連携の充
実を図る

①「住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び
住民票の写し等の交付並びに戸籍の附票の
写しの交付におけるドメスティック・バイ
オレンス及びストーカー行為等の被害者の
保護のための門真市措置要領」に基づき支
援措置を実施。

②関係部署との連携した対応を実施してい
る。

③今後も被害者の状況に応じた関係部署と
の連携の充実を図る。

住基本台帳事務に基
づく支援措置の実施
に際し、関係部署と
の連携の充実を図る

今後も引き続
き、関係部署と
の連携を図り、
被害者の安全確
保に努めてもら
いたい。

市民課

40

方針 施策

被害者に
対する支
援体制を
整える

3
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施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成26年度
の事業目標

平成26年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成27年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号

被 害 者 の 状
況 に 対 応 し
た 支 援 の 充
実

DV被害者の生活な
どについて、庁内で
連携し状況に対応し
た支援に努めます

相談体制の充実を
図り関係各課及び
関係機関との連携
強化に努める

①被害者の安全を確認するとともに、関係
機関や関係各課との連携を行い、支援を
行った。状況に応じて、関係機関と連携
し、母子生活支援施設入所に向けての調整
を行った。
　
②被害者の話を十分に傾聴し、意思を確認
するとともに、関係機関と連携しながら、
情報提供を行うことで、被害者のエンパ
ワーメントにつながった。

③ＤＶの特性を理解しながら、関係機関と
連携し、被害者の安全を確保する。

相談体制の充実を図
り関係各課及び関係
機関とのさらなる連
携強化に努める

ＤＶ被害者家庭
の子どもの虐待
の早期発見に繋
げていただきた
い

子育て支援課

41

被 害 者 の 状
況 に 対 応 し
た 支 援 の 充
実

DV被害者の生活な
どについて、庁内で
連携し状況に対応し
た支援に努めます

DV被害者（生活保
護受給者）の生活
について、庁内各
課及びその他関係
機関（女性相談セ
ンター、介護施設
等)との連携を行
い、状況に応じた
支援に努める

①庁内各課及びその他関係機関からの連絡
や生活保護相談窓口に直接相談に来所した
ＤＶ被害者（生活保護受給者）に対して関
係機関との連絡・調整を速やかに行い対応
した。

②関係機関との連絡・調整を速やかに行う
ことにより、ＤＶ被害者（生活保護受給
者）への支援の充実が図れた。

③庁内各課及び関係機関との連携をこれま
で以上に綿密に行う。

DV被害者（生活保護
受給者）の生活につ
いて、庁内各課及び
その他関係機関（女
性相談センター、介
護施設等)との連携を
行い、状況に応じた
支援に努める

関係機関と連携
し、見守り活動
を通じて生活助
言をするなど、
被害者支援に努
めて頂きたい。

保護総務課・保護課

42

関 係 機 関 と
の 連 携 に よ
る 就 労 支 援
の推進

就労に必要な技能、
資格取得のための職
業訓練機会などの情
報提供を行うととも
に、ハローワークな
ど関係機関との連携
による就労支援を進
めます

職業訓練等の情報
提供とともに、ハ
ローワークとの連
携強化を図り、ひ
とりでも多くの就
職困難者が就労で
きるように努める

①国や大阪府等からの技術向上・資格取得
のための職業訓練等のチラシ・パンフを市
施設等に設置し、就労相談・セミナー等の
周知に努めた。
　
②ハローワーク等関係機関との連携による
就労支援ができなかった。

③ハローワーク等関係機関との連携を強化
し、就労相談・支援の充実に努める。

職業訓練等の情報提
供とともに、ハロー
ワークや庁内関係各
課との連携強化を図
り、ひとりでも多く
の就職困難者が就労
できるように努める

福祉関係の部署
や相談機関とも
協力し、職業訓
練やセミナー等
の情報などが容
易に手に入るよ
う努め、一人で
も多く就労でき
るよう努めて頂
きたい。

産業振興課

43

方針 施策
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施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成26年度
の事業目標

平成26年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成27年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号

被 害 者 の 子
ど も の 心 身
の ケ ア 体 制
の充実

子どもが安心して生
活ができるように、
大阪府等関係機関と
の連携を図ります

相談体制の充実を
図り関係各課及び
関係機関との連携
強化に努める

①子どもの安全を確認するとともに、関係
機関や関係各課との連携を行い、支援を
行った。また、関係機関と連携し、母子生
活支援施設への入所が必要な場合はその調
整を行うとともに支援体制の構築に努め
た。
　
②被害者の話に傾聴し、意思を確認しなが
ら、情報提供を行った。また、関係機関と
連携し、子どもの安心安全な環境確保に努
めた。

③ＤＶの特性を理解しながら、関係機関と
連携しつつ、子どもの安全やケアに努め
る。

相談体制の充実を図
り関係各課及び関係
機関とのさらなる連
携強化に努める

引き続き、相談
体制を充実さ
せ、関係機関と
の連携を強化す
ることで、子ど
もの安全確保や
ケアに努めても
らいたい。

子育て支援課

44

施策方針
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施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成26年度
の事業目標

平成26年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成27年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号

市政に対す
る関心の喚
起

女性の意見を政策に
反映する大切さや、
女性が市政やまちづ
くりに関心を持つよ
う、広報紙などを活
用して啓発を進めま
す。また、審議会等
委員への女性の参画
率などの情報を提供
するなど、市民にわ
かりやすい市政の推
進に努めます

女性の意見を政策
に反映することの
大切さを、広報か
どまやホームペー
ジで啓発するとと
もに、庁内関係課
と連携し積極的に
審議会等委員への
女性の登用を進め
る

①「第2次かどま男女共同参画プラン」及
び推進状況を市ホームページに掲載し、市
政への女性の参画の重要性等や審議会等委
員への女性の登用率の情報を提供した。

②庁内関係課に対し、審議会等委員への女
性の登用を促進するよう啓発しており、意
識向上が図れている。

③庁内関係課に対し、引き続き審議会等委
員の女性登用の啓発に努めるとともに、市
ホームページなどで審議会等への女性委員
の登用率について情報提供の充実を図る。

女性の意見を政策に
反映することの大切
さを、広報かどまや
ホームページで啓発
するとともに、庁内
関係課と連携し積極
的に審議会等委員へ
の女性の登用を進め
る

女性の意見を政
策に反映するこ
との大切さを、
今後さらに、具
体的に市民にわ
かりやすく提示
していただきた
い。

人権女性政策課

45

審 議 会 等 委
員 へ の 女 性
の参画促進

市の政策・方針決定
や施策立案の場であ
る審議会や委員会へ
の女性委員の参画目
標を設定し、参画を
促進するとともに、
女性委員のいない審
議会などの解消をめ
ざします

審議会等委員の女
性の登用率の情報
提供に努めなが
ら、庁内関係課と
連携し、女性委員
の登用に向けた取
り組みを進める

①庁内における女性委員の登用率は24％
（前年度２１％）となり、大幅な増加がみ
られた。
　
②「第２次男女共同参画プラン」では女性
委員の割合30％、女性委員のいない審議会
の解消を図ることを目標に明記しており、
庁内での認識度、必要性は向上している。

③引き続き、審議会等へ女性委員の登用を
積極的に促進する。

審議会等委員の女性
の登用率の情報提供
に努めながら、庁内
関係課と連携し、女
性委員の登用に向け
た取り組みを進める

従来、女性の参
画がない分野の
審議会へも積極
的に女性委員の
登用を進めてい
ただきたい。

人権女性政策課

46

審議会等
委員への
女性の参
画の促進
する

1

方針 施策

政
策
・
方
針
決
定
過
程
へ
の
女
性
の
参
画
の
促
進

基本目標②：男女があらゆる分野に参画し、ともに豊かな地域社会をつくりましょう

1
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施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成26年度
の事業目標

平成26年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成27年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号

人材の把握
と活用

審議会等委員の女性
の参画を促進するた
め、各種団体の女性
リーダーなど、人材
の把握と活用を促進
します

各種団体の所管課
である庁内関係各
課と連携し、女性
の参画の充実を図
る取り組みを進め
る

①審議会等委員への参画状況は進んでいる
が、各種団体の女性リーダー等の人材把握
に関して庁内関係各課への働きかけはでき
なかった。
　
②庁内関係各課から、女性リーダー等の人
材把握・活用方策に関する情報収集ができ
ていない。

③庁内関係各課が所管する団体等におい
て、審議会等委員に参画できる女性リー
ダーの人材把握・活用方策等について検討
する必要がある。

各種団体の所管課で
ある庁内関係各課と
連携し、女性の参画
の充実を図る取り組
みを進める

市内の女性団体
相互の交流を促
進するため、
ネットワーク会
議の開催を検討
して頂きたい。

人権女性政策課

47

民 間 団 体 に
お け る 女 性
の 参 画 の 拡
大

商工会議所などの団
体における方針決定
過程への女性の参画
を働きかけます

各種団体に、女性
の参画の充実を図
るよう働きかけて
いく

①門真市企業人権推進連絡会会員に対し
「第２次かどま男女共同参画プラン」の周
知活動の一環として、女性の参画が進むよ
うに啓発した。
　
②女性の参画拡大のための啓発活動は行っ
ているが、民間団体の実情把握について、
情報収集できていない。

③門真市企業人権推進連絡会をはじめとし
て、各種団体への一層の働きかけに取り組
む。

各種団体に、女性の
参画の充実を図るよ
う働きかけていく

まずは民間団体
の女性参画につ
いての情報収集
に努める必要が
ある。

人権女性政策課

48

地 域 活 動 に
お け る 女 性
の 参 画 の 拡
大

ＰＴＡや自治会など
の各種団体の代表や
役員への女性の参画
を働きかけます

各種団体に、女性
の参画の充実を図
るよう働きかける
とともに、関係課
と連携し地域団体
にも啓発を行う

①男女共同参画に関する啓発事業への参加
を各種団体に呼びかけ、女性の参画の重要
性について啓発した。
　
②男女共同参画講演会、ワーク・ライフ・
バランス講座は、啓発する良い機会となっ
ている。

③市の啓発事業以外の場において、例えば
各種団体等の会議の場などを借りて、働き
かけが行えるよう関係づくりを進める。

各種団体に、女性の
参画の充実を図るよ
う働きかけるととも
に、関係課と連携し
地域団体にも啓発を
行う

各種団体に、女
性の参画の必要
性を理解してい
ただくよう、講
座等による情報
提供の機会を設
けることが必要
である。

人権女性政策課

49

方針 施策
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施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成26年度
の事業目標

平成26年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成27年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号

職 員 研 修 の
充 実 と 男 女
共 同 参 画 の
視 点 に 立 っ
た 職 務 配 置
の推進

市の政策・方針決定
過程への女性の参画
及び女性職員の管理
職への登用を積極的
に進めます。女性職
員のモチベーション
を高め、どの職階に
おいても男女の差な
く活躍できるよう
に、女性職員の職域
拡大、職務経験を通
じた積極的なキャリ
ア形成を支援するほ
か、職員研修の充実
を図ります

一般行政職におけ
る女性管理職（課
長補佐級以上）の
割合が増加するよ
うに、今後も女性
の管理職への積極
的な登用を継続す
る

①平成２6年４月１日現在の女性管理職
（課長補佐級以上）は50人であり、管理職
全体の25％であった。平成２５年４月１日
現在と比べ、管理職全体数の減少に伴い、
女性管理職も2人減少したものの、女性管
理職の割合に差異はなかった。
　
②女性管理職の割合は、前年度を維持する
ことができた。

③今後も、積極的な女性職員の登用を実施
していく。

一般行政職における
女性管理職（課長補
佐級以上）の割合が
増加するように、今
後も女性の管理職へ
の積極的な登用を継
続する

男女とも長時間
勤務傾向の軽減
等、女性が管理
職として就労継
続できる職場環
境を整えて頂き
たい。

人事課

50

小 ・ 中 学 校
に お け る 女
性 管 理 職 の
任用

女性教職員の管理職
任用を働きかけ、学
校運営への男女共同
参画を図ります

女性教員の管理職
任用をさらに積極
的に推進する

①市内小・中学校20校40名の管理職のう
ち、12名の女性教職員を管理職として任用
した。

②学校における女性教職員の管理職登用率
は30％である。

③女性教職員の管理職登用を今後も積極的
に進めていく。

女性教員の管理職任
用をさらに積極的に
推進していく

管理職を目指す
女性教員のロー
ルモデルとなる
現管理職による
事例報告等の機
会を設けて頂き
たい。

学校教育課

51

女性職
員・女性
教職員の
登用を促
進する

2

施策方針
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施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成26年度
の事業目標

平成26年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成27年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号

2 1 高 齢 者 の 地
域 に お け る
活動の促進

退職後の男性などの
高齢者がボランティ
アなどに参加しやす
いように、門真市シ
ルバー人材センター
や老人クラブ連合会
などを通じて、身近
な地域でのボラン
ティア体験や活動な
どができる体制づく
りに努めます

ボランティア活動
などの情報提供に
ついて、関係機関
と連携し、一層の
周知を図り、地域
活動の活性化をめ
ざす

①老人クラブ連合会、門真市シルバー人材
センターが実施する地域活動について支援
を行った。

②老人クラブ連合会、門真市シルバー人材
センターなどを通して、地域でのボラン
ティア活動についての情報提供や、活動の
契機となるよう貢献した。

③今後も関係機関との連携を図り、周知を
図るとともに男女共に個々の能力を発揮で
きるよう地域活動の一層の活性化をめざ
す。

高齢者の希望と能力
に応じ、適当な仕事
に従事する機会や地
域活動の機会の増大
を図り、もって高齢
者の福祉の増進に寄
与するため、高齢者
の雇用・地域活動の
促進を図る。

高齢者を対象
に、性別役割分
担意識に捉われ
ることなく地域
に参画する楽し
みや生きがい等
を知っていただ
く機会を設ける
ことが必要であ
る。

高齢福祉課

52

ボランティ
ア活動の促
進

男女がともに地域活
動に参加できるよう
に、ボランティア講
座やボランティア
フェスティバルの開
催などを支援し、活
動の周知・啓発を図
ります

ボランティア活動
を推進している門
真市社会福祉協議
会に対する支援を
引き続き実施して
いくとともに社協
と連携しボラン
ティア機能の強化
を図る

①社会福祉協議会に対して支援を実施。

②社会福祉協議会との連携を行いボラン
ティア機能の強化に努めた。

③社会福祉協議会のボランティア機能を充
実していくよう今後も引き続き支援を実施
する。

ボランティア活動を
推進している門真市
社会福祉協議会に対
する支援を引き続き
実施していくととも
に社協と連携しボラ
ンティア機能の強化
を図っていく

市民が参加でき
るボランティア
活動の周知の機
会を増やし、参
加の潜在的希望
者を掘り起こす
ことが必要であ
る。

地域福祉課

53

防 犯 ・ 防 災
活 動 に 対 す
る 男 女 共 同
参画の促進

安全で安心なまちづ
くりや防災活動・災
害非常時などにおけ
る男女共同参画の促
進を図ります

男女平等の意見や
視点が反映された
まちづくりの推進
のため、男女が防
犯・防災活動に参
加できるよう努め
る

①防犯キャンペーンや防災訓練に男女とも
が参加できるよう努めた。

②まだまだ少数ではあるが、女性の参加者
が増加傾向にある。

③引き続き、男女ともが参加できるよう呼
びかける。

男女平等の意見や視
点が反映されたまち
づくりの推進のた
め、男女が防犯・防
災活動に参加できる
よう努める

防災や減災活動
に男女ともに参
画することの必
要性や大切さを
市民に知ってい
ただく機会を設
けて頂きたい。

地域活動課　

54

方針 施策

地
域
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
の
促
進

地域のさ
まざまな
活動に対
する男女
共同参画
を促進す
る
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施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成26年度
の事業目標

平成26年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成27年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号

防 犯 ・ 防 災
活 動 に 対 す
る 男 女 共 同
参画の促進

安全で安心なまちづ
くりや防災活動・災
害非常時などにおけ
る男女共同参画の促
進を図ります

引き続き、自主防
災組織等に対し、
防災講話や防災訓
練などを通じて災
害時などにおける
男女共同参画のさ
らなる促進を図る

①災害時における避難所運営などの主体に
女性の参画を図れるよう、防災講話や防災
訓練を通じて市民への啓発を実施した。ま
た、市以外の公共機関も参加した防災訓練
も開催され、多様な主体が互いの役割や立
場を理解する機会となった。

②啓発活動により、男女共同参画に対する
意識の向上を図ることができた。

③引き続き、地域との関わりが希薄な市民
に対し、地域等で開催される防災講話や防
災訓練への参加を促すことが必要である。

引き続き、関係機関
と連携し、防災講話
や防災訓練など通じ
て災害時などにおけ
る男女共同参画のさ
らなる促進を図る

女性の参画を実
現させている先
駆的自治体の例
を市民に示す
等、女性参画の
具体的な方法の
周知を図って頂
きたい。

危機管理課

55

地 域 に お け
る 子 育 て 支
援 活 動 な ど
に 対 す る 男
女 共 同 参 画
の促進

子育て家庭が地域で
孤立しないように、
また、親子が安心し
ていきいきと生活が
できるように、子ど
もの育ちや子育てを
支援する活動に対
し、男女共同参画を
促進します

地域子育て支援事
業において父親の
育児参加等の啓発
活動を継続すると
ともに、地域子育
て支援センターや
キッズカーニバル
においても、父親
の育児参加等を周
知し、子育てにお
ける男女共同参画
の促進に努める

①地域子育て支援事業あおぞら保育の際
に、父親の育児参加を啓発した。また、
キッズカーニバルやファミリー・サポー
ト・センター交流会において、親子でふれ
あえるプログラムや講演会を実施し、父親
の育児参加等について啓発を行った。

②キッズカーニバルやファミリー・サポー
ト・センター交流会については、日曜日に
事業を実施したことにより、就労家庭を含
む多くの子育て世帯に効果的に啓発が実施
できた。

③広報等での周知を強化し、事業への参加
者の増加を図る。

地域子育て支援事業
において父親の育児
参加等の啓発活動を
継続するとともに、
子育て応援ポータル
サイト等を活用し、
男女共同参画に関す
る情報発信を増やす
ことで、啓発を図る

キッズカーニバ
ルやファミ
リー・サポー
ト・センター交
流会に参加した
保護者に呼びか
け、地域リー
ダーの役割を担
うグループの立
ち上げを図って
いただきたい。

子育て支援課

56

方針 施策
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施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成26年度
の事業目標

平成26年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成27年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号

地 域 に お け
る 子 育 て 支
援 活 動 な ど
に 対 す る 男
女 共 同 参 画
の促進

子育て家庭が地域で
孤立しないように、
また、親子が安心し
ていきいきと生活が
できるように、子ど
もの育ちや子育てを
支援する活動に対
し、男女共同参画を
促進します

わんぱくランド、
なかよし料理教
室、親子たいそう
教室などの親子ふ
れあい事業を通し
て、男性の子育て
への参加支援をめ
ざす

①公民館では、シルバー人材センターとの
共催で料理教室を３回開催し、また親子ふ
れあい体験事業としてわんぱくランド、親
子たいそう教室など男性が参加しやすい講
座を開催しました。

②各講座とも母親主体の参加者が多いが、
親子たいそう教室は夫婦（男性）での参加
も見られ、楽しく活動されていた。

③もっと、男性が気軽に参加できるような
講座内容、及び環境にできればよかった。

親子のふれあい行
事、特に父親が気軽
に参加できる行事、
及び講座を増やし
て、男性の子育て支
援を図る

今後とも、世代
や性別及びライ
フスタイルを越
えて参加できる
学びの機会を提
供することが必
要である。

生涯学習課

57

女性団体に
対する支援

地域活動の中で女性
の意思決定の場への
参画を促進するた
め、女性リーダーの
養成と女性団体に対
する支援を行いま
す。また、関連団体
同士のネットワーク
化を促進します

地域団体を所管す
る庁内関係各課と
連携し、女性リー
ダーの養成や女性
団体への支援等の
体制づくりを進め
る

①地域活動課が実施する市民公益活動補助
事業を活用し、「男女共同参画社会の地域
における活動」をテーマに活動する公益活
動団体を募集したが、応募が無かった。
　
②関係課との連携は試みたものの、実際の
支援には結びつかなかった。

③啓発事業や出前講座などにより、女性
リーダーを養成する機会をつくるととも
に、関係各課と連携し、支援方法について
検討する必要がある。

地域団体を所管する
庁内関係各課と連携
し、女性リーダーの
養成や女性団体への
支援等の体制づくり
を進める他、セミ
ナーなどを開催し、
女性リーダーの養成
に努めます

地域活動で女性
リーダー育成な
どの体制づくり
を少しづつ進め
ていく必要があ
る。

人権女性政策課

58

ボ ラ ン テ ィ
ア 活 動 ・ Ｎ
ＰO活動の促
進

ボランティア活動や
まちづくり活動を行
う団体への男女共同
参画を促進するとと
もに、情報や活動の
場の提供、ネット
ワークづくりなどの
支援を行います

市民公益活動支援
センターや窓口に
おいて男女共同参
画に関する情報や
活動の周知を行う

①男女共同参画に関する情報提供を行うこ
とはできなかった。

②男女共同参画に関する情報提供を行うこ
とはできなかった。

③市民公益活動支援センターや窓口に男女
共同参画に関するチラシ等を配架し、周知
していく必要がある。

市民公益活動支援セ
ンターや窓口におい
て男女共同参画に関
する情報や活動の周
知をしていく

男女共同参画の
講習会が実施さ
れているが、男
女に関する活動
の情報提供拡大
が必要である。

地域活動課　

59

方針 施策

市民、団
体などの
地域活動
に対する
支援を行
う

2
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施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成26年度
の事業目標

平成26年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成27年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号

地 域 コ ー
デ ィ ネ ー
タ ー の 人 材
発掘・育成

地域活動の活性化を
図るため、地域団体
や企業などとの連携
をより一層深め、地
域の実情に応じた活
動を地域ぐるみで展
開できるよう、それ
ぞれの地域でコー
ディネーターを発掘
し、育成することで
地域力の強化を図り
ます

地域活性化まちづ
くり推進事業や校
区門真まつり事業
の中で、地域で自
主的自発的な事業
を実施することを
通して、地域力の
向上をめざす

①地域活性化まちづくり推進事業や校区門
真まつり事業を実施し、地域力を高めた。
　
②地域で自主的自発的な活動が行われた。

③地域の活動を継続していくために新たな
人材の発掘を行い育成する。

地域活性化まちづく
り推進事業や校区門
真まつり事業の中
で、地域で自主的自
発的な事業を実施す
ることを通して、地
域力の向上を目指す

地域により校区
門真まつりの実
施が、容易な地
域とそうでない
地域があるの
で、各自治会の
交流を深める啓
発が必要であ
る。

地域活動課　

60

生 活 情 報 や
行 政 サ ー ビ
ス 情 報 な ど
の提供

在住外国人が安心し
て子育てや日常生活
を送ることができる
ように、さまざまな
生活情報や行政サー
ビス情報などの提供
を進めます

各課が必要に応じ
て翻訳を実施し、
在住外国人のコ
ミュニケーション
の充実を図る

①4か月児健診（南部市民センターで実施
分）およびBCGの際に受付に通訳を配置。
市民向け予防接種手引きの翻訳を依頼し、
中国語版を作成。
　
②上記事業において、在住外国人（中国
人）への情報提供・支援ができた。

③引き続き翻訳を実施し、情報提供に努め
ていく。

引き続き必要に応じ
て翻訳を実施し、在
住外国人のコミュニ
ケーションの充実を
図る

在住外国人が一
人でも多く安心
して日常生活を
送ることができ
るよう、多言語
による行政情報
提供に引き続き
努めて頂きた
い。

健康増進課　

61

生 活 情 報 や
行 政 サ ー ビ
ス 情 報 な ど
の提供

在住外国人が安心し
て子育てや日常生活
を送ることができる
ように、さまざまな
生活情報や行政サー
ビス情報などの提供
を進めます

各課が必要に応じ
て翻訳を実施し、
在住外国人のコ
ミュニケーション
の充実を図る

①平成27年度放課後児童クラブの入会申込
の受付を実施するにあたり、在住外国人の
保護者に理解できるよう情報提供するた
め、案内文書等を翻訳し、周知を図った。

②翻訳した文書を市内全小学校に配布する
ことで、在住外国人への情報提供を図るこ
とができた。

③引き続き翻訳を実施し、情報提供に努め
る必要がある。

引き続き放課後児童
クラブについて、入
会案内文書等を翻訳
し、在住外国人の保
護者への情報提供に
努める。

在住外国人が一
人でも多く安心
して日常生活を
送ることができ
るよう、多言語
による行政情報
提供に引き続き
努めて頂きた
い。

子育て支援課　

62

3 国
際
社
会
へ
の
理
解

在住外国
人が暮ら
しやすい
環境づく
りを進め
る

1

施策方針
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施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成26年度
の事業目標

平成26年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成27年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号

生 活 情 報 や
行 政 サ ー ビ
ス 情 報 な ど
の提供

在住外国人が安心し
て子育てや日常生活
を送ることができる
ように、さまざまな
生活情報や行政サー
ビス情報などの提供
を進めます

各課が必要に応じ
て翻訳を実施し、
在住外国人のコ
ミュニケーション
の充実を図る

①各公立幼稚園・保育所からの依頼に基づ
き、保育幼稚園課に登録している通訳者に
説明会や懇談会等における通訳業務を依頼
した。

②各園からの依頼に基づき、適切な通訳の
対応を行い、在住外国人にサービスの提供
ができた。

③在住外国人が安心して生活を送れるよ
う、今後も継続して対応を図る。

各園の状況により、
必要に応じて通訳を
実施し、在住外国人
のコミュニケーショ
ンの充実を図る

在住外国人が一
人でも多く安心
して日常生活を
送ることができ
るよう、多言語
による行政情報
提供に引き続き
努めて頂きた
い。

保育幼稚園課

63

窓 口 に お け
る コ ミ ュ ニ
ケ ー シ ョ ン
支援の充実

在住外国人のさまざ
まな相談に適切に対
応できるように、外
国語ボランティアと
の連携を強化し、職
員の相談対応力の向
上に努めます

各課が必要に応じ
て通訳者を派遣
し、在住外国人の
コミュニケーショ
ンの充実を図る

通訳ボランティアの派遣事業を廃止したた
め、事業を実施せず。

なし 必要な場合は通
訳対応再開の対
応を検討して頂
きたい

地域活動課　

64

在 住 外 国 人
の 地 域 活 動
へ の 参 加 促
進

在住外国人が地域の
一員として、防犯・
防災や福祉活動、ま
ちづくりなどの活動
に積極的に参加でき
るように、環境整備
に努めます

窓口における在住
外国人の相談に際
し、他課が所管す
る外国語ボラン
ティア団体とも連
携し、問題解決に
努める

①窓口に在住外国人は来られなかった。

②窓口に在住外国人は来られなかった。

③今後、在住外国人が地域活動のために窓
口にこられた時や自治会からの要望等があ
れば、他課が所管する外国語ボランティア
団体と連携して対応する。

窓口における在住外
国人の相談に際し、
他課が所管する外国
語ボランティア団体
とも連携し、問題解
決に努める

外国語ボラン
ティア団体との
連携で、ニーズ
の把握ができる
よう取り組みに
期待する。

地域活動課　

65

2 多様な文
化への理
解と交流
を進める

国際理解教
育の推進

多文化共生の観点か
ら、門真市在日外国
人教育推進委員会と
連携し、幼稚園や学
校などにおいて、在
日外国人教育、国際
理解教育を進めます

門真市在日外国人
教育推進委員会と
連携し、各学校園
における取組の実
践交流を行なう場
を広げることで、
多文化共生教育の
取組を充実させて
いく

①門真市在日外国人教育推進委員会と連携
し、各学校での在日外国人教育、国際理解
教育についての取組の実践発表と交流の場
を設けた。

②教職員だけでなく、児童生徒・保護者
が、様々な国の文化を深め、お互いを尊重
するための実践を共有することができた。

③各学校での取組を継続的に行い、教職
員、児童・生徒、保護者の交流がさらに広
がるよう取り組んでいく。

門真市在日外国人教
育推進委員会と連携
し、各学校における
取組の実践交流の場
をさらに広げること
で、多文化共生教育
の取組を充実させて
いく

継続した取り組
みに期待する。

学校教育課

66

方針 施策
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施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成26年度
の事業目標

平成26年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成27年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号

国際理解教
育の推進

多文化共生の観点か
ら、門真市在日外国
人教育推進委員会と
連携し、幼稚園や学
校などにおいて、在
日外国人教育、国際
理解教育を進めます

門真市在日外国人
教育推進委員会と
連携し、各学校園
における取組の実
践交流を行なう場
を広げることで、
多文化共生教育の
取組を充実させて
いく

①門真市在日外国人教育推進委員会と連携
し、各園での在日外国人教育、国際理解教
育についての取組の実践発表と交流の場を
設けた。

②教職員だけでなく、幼児・保護者が、
様々な国の文化を深め、お互いを尊重する
ための実践を共有することができた。

③各園での取組を継続的に行い、教職員、
幼児、保護者の交流がさらに広がるよう取
り組んでいく。

門真市在日外国人教
育推進委員会と連携
し、各園における取
組の実践交流の場を
さらに広げること
で、多文化共生教育
の取組を充実させて
いく

継続した取り組
みに期待する。

保育幼稚園課

67

異 文 化 に 対
す る 理 解 を
促 進 す る 教
育の充実

自国の文化や異文化
に対する理解を深め
るため、市内在住の
中学生に対し、国際
交流などの機会を提
供します

門真市と世界を舞
台に活躍する人材
を育成するため、
英語プレゼンテー
ションコンテスト
を開催するととも
に、中学生海外派
遣研修を実施する

①プレゼンテーションコンテストについて
は、一次審査、二次審査を通過した１７名
の中学１・２年生によるプレゼンテーショ
ンの結果、最優秀賞、優秀賞９名、及び奨
励賞８名を選出した。そのうち、最優秀
賞、優秀賞の受賞者９名は翌年度海外派遣
研修へ派遣する予定である。

②２６年度は、377名の応募があり、昨年
度より応募者は微減したが、ここ３年間応
募数は３５０名を超えている。

③引き続き、門真市と世界を舞台に活躍す
る人材を育成するため、英語プレゼンテー
ションのコンテストを開催するとともに、
中学生海外派遣研修を実施する。

門真市と世界を舞台
に活躍する人材を育
成するため、英語プ
レゼンテーションコ
ンテストを開催する
とともに、中学生海
外派遣研修を実施す
る

参加者の裾野を
広げ、意味ある
活動となるよう
継続した取り組
みに期待する。

生涯学習課

68

方針 施策
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施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成26年度
の事業目標

平成26年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成27年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号

国際交流活
動の促進

多様な文化を持つ市
民が参画できる、国
際交流活動のための
取り組みを促進しま
す

国際交流協会と連
携し、事業の実施
に取り組む

①市民の国際理解のための機会の多様化を
図り、多文化の受容と共生の心を育て、地
域の国際化に寄与することを目的とした国
際交流事業を開催する実行委員会に対し、
補助金交付要綱に基づき、事業経費の1/2
を交付した。

②当事業はワイワイパーティーという名称
で、幼稚園から高校生、市内在住外国人に
よる中国などの歌や民族芸能の発表が行わ
れ、314人の参加者を得た。

③外国籍市民などへの支援について、情報
収集を行い、補助金交付以外にどのような
事業に対してニーズがあるか検討する。

公益財団法人大阪府
国際財団等と連携
し、情報収集及び事
業の実施に取り組む

新たな取り組み
の検討に期待す
る。

生涯学習課

69

方針 施策
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施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成26年度
の事業目標

平成26年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成27年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号

1 1 市民に対す
る労働関係
法令や制度
に関する啓
発

市民に対し、男女雇
用機会均等法や職場
における待遇など、
男女共同参画を推進
するための労働関係
法令の趣旨や内容に
ついて、国や大阪府
等関係機関との連携
により啓発を進めま
す

大阪府等関係機関
と連携し、「男女
雇用機会均等法」
や「職場のハラス
メント防止等」の
周知啓発を進める

①男女雇用機会均等法等の啓発のために大
阪労働局が発行する「公正な採用選考のた
めに」のリーフレットを人権女性政策課に
設置し、情報提供を行った。
　
②リーフレットによる情報提供により「男
女雇用機会均等法」の啓発啓発を行うこと
ができた。

③市内公共施設にリーフレット等の設置を
進め、労働関係法制度についての情報提供
を行う。

大阪府等関係機関と
連携し、「男女雇用
機会均等法」や「職
場のハラスメント防
止等」の周知啓発を
進めるほか、セミ
ナーを開催し、情報
提供に努める

今の取り組みを
続けその状況を
みて新たな対策
を検討されるも
のとして評価で
きる。

人権女性政策課

70

市民に対す
る労働関係
法令や制度
に関する啓
発

市民に対し、男女雇
用機会均等法や職場
における待遇など、
男女共同参画を推進
するための労働関係
法令の趣旨や内容に
ついて、国や大阪府
等関係機関との連携
により啓発を進めま
す

関係法令の趣旨・
内容が記載された
チラシ・パンフを
市施設等に配置
し、関係機関が実
施する各講演・セ
ミナーを紹介し、
周知等を図る

①関係機関からの法令関係チラシ・パンフ
レットを配置し周知に努めた。
　
②チラシ・パンフレットを設置により、労
働関係法令や制度の周知ができた。

③関係機関と連携を強化し労働関係法令等
の啓発に努める。

関係法令の趣旨・内
容が記載されたチラ
シ・パンフを市施設
等に配置し、関係機
関が実施する各講
演・セミナーを紹介
し、周知等を図る

今の取組を続け
その状況をみ
て、次のステッ
プに繋がるもの
として評価でき
る。

産業振興課

71

事業者に対
する労働関
係法令や制
度に関する
啓発

事業者に対し、男女
格差を解消するため
の雇用管理上の義務
や職場慣行の見直し
などについて、国や
大阪府等関係機関と
の連携により啓発を
進めます

ハローワークと連
携し、継続して研
修を行い、実効性
あるものにしてい
く

①ハローワークと連携し、6月に新規学卒
者説明会での研修、１月には門真市・守口
市の企業のトップを対象にした研修会を開
催した。
　
②公正採用を中心とした内容やパワーハラ
スメントに関する研修を実施し、法制度の
認知度は向上している。

③研修参加企業の参加率向上のため、さら
なる周知啓発に努める。

ハローワークと連携
し、継続して研修を
行い、実効性あるも
のにしていく

今の取組を進め
てその状況結果
をみて次のス
テップに繋がる
ものとして評価
できる。

人権女性政策課

72

施策方針

基本目標③：男女がともに多様な働き方を選択でき、仕事と生活の調和を推進しましょう

雇
用
な
ど
の
分
野
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
の
推
進

就労の場
での男女
の理解と
認識を深
める

30



施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成26年度
の事業目標

平成26年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成27年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号

事業者に対
する労働関
係法令や制
度に関する
啓発

事業者に対し、男女
格差を解消するため
の雇用管理上の義務
や職場慣行の見直し
などについて、国や
大阪府等関係機関と
の連携により啓発を
進めます

商工会議所をはじ
め経営者団体と連
携し、事業者に雇
用管理上の義務や
職場慣行の見直し
などについて、啓
発に努める

①市施設内にチラシ・パンフを配置し事業
所等への周知・啓発に努めた。
　
②商工会議所などと連携した事業者への啓
発を、十分にできなかった。ＤＭについて
は、費用面を考慮し実施は見送った。

③商工会議所等と連携し、事業者に対し制
度・法令の啓発、ＰＲに努める。

商工会議所をはじめ
経営者団体と連携
し、事業者に雇用管
理上の義務や職場慣
行の見直しなどにつ
いて、啓発に努める

今までどおりの
取組を続け27
年度事業目標に
向かって頑張る
事として評価で
きる。

産業振興課

73

男女共同参
画を実践す
る企業の実
践例などの
情報の提供

男女共同参画を進め
る大阪府内や市内の
企業の実践例などに
ついて、大阪府等関
係機関との連携によ
り情報提供を進めま
す

大阪府、財団法人
の作成する啓発パ
ンフレットを利用
し、企業内の実例
を情報提供してい
く

①公益財団法人人権教育啓発推進センター
が発行する啓発冊子「企業の社会的責任」
等を利用し、啓発活動を行った。
　
②啓発冊子には企業における取り組み事例
等が紹介され、分かりやすいものとなって
いる。

③人権教育啓発推進センターのパンフレッ
トに加えて、大阪府発行資料等を活用し、
広く情報提供を進める。

大阪府、財団法人の
作成する啓発パンフ
レットを利用し、企
業内の実例を情報提
供していく

この取組で良い
と思う。
よりベターな方
法があれば思料
します。という
ことで評価す
る。

人権女性政策課

74

企業におけ
るポジティ
ブ・アク
ションの促
進

企業に対し、男女格
差を解消するための
ポジティブ・アク
ションの実施につい
て、国や大阪府等関
係機関との連携によ
り働きかけます

男女間の格差の解
消を進めるため、
ポジティブ・アク
ションの実施につ
いて啓発資料等の
情報提供を進める

①内閣府男女共同参画局発行の「共同参
画」を配置することにより、ポジティブ・
アクション実施についての啓発活動を行っ
た。
　
②大学や企業における取り組み事例等が紹
介され、理解しやすくなっている。

③パンフレット等に加えて、大阪府発行資
料等を活用し、広く情報提供を進める。

男女間の格差の解消
を進めるため、ポジ
ティブ・アクション
の実施について啓発
資料等の情報提供を
進める

この取組で良い
と思います。今
後も継続した取
組を期待しま
す。

人権女性政策課

75

方針 施策
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施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成26年度
の事業目標

平成26年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成27年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号

企業におけ
るポジティ
ブ・アク
ションの促
進

企業に対し、男女格
差を解消するための
ポジティブ・アク
ションの実施につい
て、国や大阪府等関
係機関との連携によ
り働きかけます

商工会議所をはじ
め経営者団体と連
携し、事業者に男
女間の格差を解消
するため、ポジ
ティブ・アクショ
ンを促すための啓
発に努める

①市施設内にチラシ・パンフを配置し事業
所等への周知・啓発に努めた。

②商工会議所などと連携した事業者への啓
発を、十分にできなかった。ＤＭについて
は、費用面を考慮し実施は見送った。

③商工会議所等と連携し企業に対し啓発、
ＰＲに努める。

商工会議所をはじめ
経営者団体と連携
し、事業者に男女間
の格差を解消するた
め、ポジティブ・ア
クションを促すため
の啓発に努める

今後も継続した
取組を期待す
る。

産業振興課

76

女性の商工
業や農業な
どにおける
技術・経営
管理能力の
向上

商工業や農業などに
従事する女性の技術
や経営能力向上のた
め、大阪府等関係機
関との連携により情
報提供を進めます

各分野の女性従事
者のスキルアップ
を図るための講座
開催に努めるとと
もに、関係機関が
実施する講座等の
周知に努める

①国や大阪府等からの技術向上・資格取得
のためのチラシ・パンフレットの設置によ
り周知に努めた。
　
②スキルアップのための講座開催はできな
かった。

③大阪府等の関係機関と連携し、情報提供
に努める。

講座開催に向けて、
まずは女性従事者の
ニーズを調査し、効
果的かつ実現可能な
講座内容と開催方法
を検討する

対象となる女性
従事者のニーズ
を把握したうえ
で、効果的でか
つ実現可能な講
座内容と開催方
法を検討する必
要がある。

産業振興課

77

2 多様な働
き方への
支援を進
める

女性の再雇
用の支援

就労相談の実施や再
就職セミナーなどの
情報提供について、
大阪府やハローワー
ク等関係機関との連
携により、女性の再
雇用の支援に努めま
す

関係機関と連携し
相談体制の充実を
図るとともに、就
労につながる再就
職セミナーやパン
フレット等の情報
提供を進め就労支
援に努める

①就職セミナーの情報提供や地域社会への
参画を支援するための就労相談を実施し
た。

②相談対応は関係機関等を紹介する等、相
談者自身の意思に沿った対応ができてい
る。

③就労相談は広報誌や暮らしの便利帳等で
公表しているが、就職セミナー周知の方法
を充実させる必要がある。

関係機関と連携し相
談体制の充実を図る
とともに、就労につ
ながるセミナーの実
施やパンフレット等
の情報提供を進め就
労支援に努める

情報提供や相談
対応の対象者や
頻度、取り組み
に関する評価の
指標などを明確
にすることで、
年次評価が容易
になり、事業の
進展が可視化さ
れやすくなるの
ではないか。

人権女性政策課

78

方針 施策
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施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成26年度
の事業目標

平成26年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成27年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号

女性の再雇
用の支援

就労相談の実施や再
就職セミナーなどの
情報提供について、
大阪府やハローワー
ク等関係機関との連
携により、女性の再
雇用の支援に努めま
す

就労相談や女性の
雇用を対象とした
チラシ・パンフを
市内公共施設等に
配置し、就労相
談・セミナー等の
周知に努める

①就職セミナー等のチラシ・パンフレット
を設置し周知に努めた。

②大阪府・ハローワークとの連携が不十分
だった。

③大阪府やハロワークとの連携を図り、再
雇用の支援に努める。

就労相談や女性の雇
用を対象としたチラ
シ・パンフを市内公
共施設等に配置し、
就労相談・セミナー
等の周知に努めると
ともに、より有効な
ＰＲ方法について調
査する

チラシ、パンフ
を何枚何か所に
設置し、1年後
何枚活用された
か把握すること
で、より有効な
PR方法を探る
ための参考にし
てはどうか。

産業振興課

79

育児休業取
得者の職場
復帰などの
促進に関す
る啓発

事業者に対し、「育
児休業取得者に対す
る代替要員の確保及
び原職等復帰を促進
するための助成金制
度」の利用について
周知し、労働者の就
労支援の促進を働き
かけます

育児休業制度の概
要を啓発し、制度
を利用するための
職場環境づくり推
進に関するリーフ
レットなどを活用
し事業者に働きか
け労働者の就労支
援に努める

①大阪府が発行する「ワーク・ライフ・バ
ランス」のリーフレットで育児・介護の両
立支援制度や労働条件等の情報提供を実施
した。
　
②労働者のための指針や制度について解説
されており、利用しやすい。

③大阪府や労働局が発行する資料を活用
し、引き続き啓発を進めるとともに、今後
は企業の取り組み状況等も含め、情報提供
に努める。

育児休業制度の概要
を啓発し、制度を利
用するための職場環
境づくり推進に関す
るリーフレットなど
を活用し事業者に働
きかけ労働者の就労
支援に努める

リーフレット等
による一般的な
広報の次段階と
して、実践事例
の報告会などよ
る具体的な情報
提供の試みは、
リーフレット等
で関心を喚起さ
れた事業者に対
して実施を促す
ために、極めて
有効な方法では
ないかと期待す
る。

人権女性政策課

80

育児休業取
得者の職場
復帰などの
促進に関す
る啓発

事業者に対し、「育
児休業取得者に対す
る代替要員の確保及
び原職等復帰を促進
するための助成金制
度」の利用について
周知し、労働者の就
労支援の促進を働き
かけます

商工会議所をはじ
め経営者団体と連
携し、事業者に育
児休業制度や関係
法令について、周
知及び啓発を図る

①関係機関からのチラシ・パンフレットを
配置し周知に努めた。
　
②商工会議所などと連携した事業者への周
知及び啓発を、十分にできなかった。

③商工会議所（経営者団体）と連携しつ
つ、制度の周知・啓発に努める。

商工会議所をはじめ
経営者団体と連携
し、事業者に育児休
業制度や関係法令に
ついて、周知及び啓
発を図る

商工会議所等と
の連携を一層深
め、商工会議所
等と連携してい
る事業者に対し
て、育児休業制
度や関連法令を
周知及び啓発す
るよう努めてい
ただきたい。

産業振興課

81

方針 施策
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施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成26年度
の事業目標

平成26年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成27年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号

ワーク・ラ
イフ・バラ
ンスの啓発

仕事と生活の調和の
実現は、一人ひとり
が望む生き方ができ
る社会の実現にとっ
て必要不可欠なた
め、市民が理解を深
められるように、啓
発を進めます

ワーク・ライフ・
バランス啓発講座
の開催や啓発リー
フレットなどの情
報提供を行うこと
により啓発を進め
る

①11月にワーク・ライフ・バランス啓発講
座として「増やせイクボス！～部下の育児
を積極的に応援する企業と上司～」をテー
マに講座を開催した。
　
②市職員と市民を対象にした講座として、
改めて「ワーク・ライフ・バランス」の基
礎等を学ぶ機会となり、一層の意識の浸透
が図れた。

③「ワーク・ライフ・バランス」の理解が
深められるように啓発講座だけでなく、
リーフレット等を利用し、さまざまな世代
に考え方を普及させるための取り組みを進
める。

ワーク・ライフ・バ
ランス啓発講座の開
催するほか、リーフ
レットや書籍の貸し
出しによる情報提供
を行うことにより啓
発を進める

11月の啓発講
座はタイトルが
斬新で、メッ
セージ性がある
ので啓発効果が
あがったと思
う。今後もより
効果的な講座を
目指し、参加人
数と内訳（職員
と市民）（年齢
層）（性別）、
周知方法、理解
度などを評価分
析し、企画内容
に反映されるよ
う期待する。

人権女性政策課

82

労働時間短
縮に向けた
啓発

事業者に対し、長時
間労働などの働き方
の見直しをはじめ、
仕事も家庭も充実で
きる職場環境づくり
について、関係機関
などと連携し、啓発
を進めます

長時間労働などの
職場環境の見直し
など労働時間に関
する基本的な考え
方のリーフレット
等を活用し事業者
に啓発を働きかけ
る

①大阪府が発行するリーフレット「ワー
ク・ライフ・バランス」や労働局の「労働
時間等見直しガイドライン」を利用し、労
働時間等の基本的な考え方の情報提供を
行った。
　
②労働者に対する配慮等、事業主に求めら
れる取り組みが掲載されており、今後も資
料活用が期待できる。

③労働者への配慮等、事業主の取り組みが
進むよう、リーフレット等も活用しなが
ら、今後も啓発活動に取り組む必要があ
る。

長時間労働などの職
場環境の見直しなど
労働時間に関する基
本的な考え方のリー
フレット等を活用し
事業者に啓発を働き
かける

事業者への啓発
は産業振興課等
関係課、関係団
体との連携が有
効だと思う。

人権女性政策課

83

方針 施策

仕
事
と
家
庭
生
活
、

地
域
活
動
の
両
立
支
援

仕事と生
活の調和
（ワー
ク・ライ
フ・バラ
ンス）に
ついての
考え方を
広く普及
する

12
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施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成26年度
の事業目標

平成26年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成27年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号

労働時間短
縮に向けた
啓発

事業者に対し、長時
間労働などの働き方
の見直しをはじめ、
仕事も家庭も充実で
きる職場環境づくり
について、関係機関
などと連携し、啓発
を進めます

商工会議所をはじ
め経営者団体と連
携し、事業者に
ワーク・ライフ・
バランス等につい
て啓発を図る

①市施設内にチラシ・パンフレットを配置
し周知に努めた。
　
②チラシ・パンフを配置した事により事業
者への周知ができた。

③商工会議所（経営者団体）と連携し、啓
発に努める。

商工会議所をはじめ
経営者団体と連携
し、事業者にワー
ク・ライフ・バラン
ス等について啓発を
図る

商工会議所が
行っている啓発
活動の実際を把
握し、連携の手
がかりを検討し
ていただきた
い。

産業振興課

84

育児・介護
休業制度の
普及啓発

労働者が育児休業や
介護休業などを取得
することの理解や協
力を得るため、子育
て期間中の短時間勤
務や子どもの看護休
暇、父母ともに育児
休業制度を取得する
場合の休業可能期間
の延長（パパ・ママ
育休プラス）などの
制度について、関係
機関との連携により
啓発を進めます

大阪府、労働局、
財団法人の作成す
る啓発パンフレッ
トを利用し、企業
内に対して、最新
情報を積極的に提
供していく

①労働局のリーフレット「男女雇用機会均
等法、育児・介護休業法のあらまし」等に
より、情報提供を行った。
　
②育児・介護制度の内容がわかりやすく紹
介されている。

③今後も、労働局の資料に加えて大阪府
等、幅広い情報提供に努める。

大阪府、労働局、財
団法人の作成する啓
発パンフレットを利
用し、企業内に対し
て、最新情報を積極
的に提供していく

企業への情報提
供の実態把握に
努めていただき
たい。

人権女性政策課

85

育児・介護
休業制度の
普及啓発

労働者が育児休業や
介護休業などを取得
することの理解や協
力を得るため、子育
て期間中の短時間勤
務や子どもの看護休
暇、父母ともに育児
休業制度を取得する
場合の休業可能期間
の延長（パパ・ママ
育休プラス）などの
制度について、関係
機関との連携により
啓発を進めます

育児・介護に関す
る両立支援制度に
ついて市民・庁内
関係課へチラシ等
を配布し情報提供
に努める

①市施設内にチラシ・パンフレットを配置
し周知に努めた。
　
②チラシ・パンフを配置した事により来庁
者等への周知及び啓発ができた。

③関係機関と連携し、制度の普及啓発に努
める。

育児・介護に関する
両立支援制度につい
て市民・庁内関係課
へチラシ等を配布し
情報提供に努めると
ともに、チラシの配
布以外に効果的な活
動を検討する

チラシ・パンフ
レット配布のほ
か多様な手段、
媒体により、育
児・介護に関す
る両立支援制度
について効果的
に周知が進む
様、さらなる取
組を期待しま
す。

産業振興課

86

方針 施策

仕事と子
育て・介
護との両
立ができ
るよう、
環境整備
を進める

2
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施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成26年度
の事業目標

平成26年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成27年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号

事業者に対
する男性の
育児休業、
介護休業取
得に向けた
働きかけ

事業者に対し、子育
ての社会的役割の重
要性や家庭における
男女の共同責任につ
いて認識を浸透させ
るとともに、育児休
業や介護休業制度な
どの男性の利用促進
を働きかけます

育児や介護のため
の両立支援制度概
要等の推進に関す
る、リーフレット
などを活用し事業
者に情報提供を進
める

①労働局のリーフレット「男女雇用機会均
等法、育児・介護休業法のあらまし」や大
阪府のリーフレット「ワーク・ライフ・バ
ランス」を利用し、育児・介護の両立支援
制度等の情報提供を行った。
　
②労働者のための育児・介護制度の内容が
わかりやすく紹介されている。

③今後も、労働局の資料に加えて大阪府等
が発行するリーフレットなどにより、男女
がともに育児や介護に取り組めるよう両立
支援制度等に関する情報提供を進める。

育児や介護のための
両立支援制度概要等
の推進に関する、
リーフレットなどを
活用し事業者に情報
提供を進める

事業者に対し、
リーフレット活
用など多様な手
段、媒体によ
り、育児・介護
に関する両立支
援制度について
効果的に周知が
進むようにさら
なる検討をお願
いする。

人権女性政策課

87

事業者に対
する男性の
育児休業、
介護休業取
得に向けた
働きかけ

事業者に対し、子育
ての社会的役割の重
要性や家庭における
男女の共同責任につ
いて認識を浸透させ
るとともに、育児休
業や介護休業制度な
どの男性の利用促進
を働きかけます

商工会議所をはじ
め経営者団体と連
携し、事業者に育
児休業・介護休業
等の制度につい
て、周知・啓発を
図る

①関係機関からのチラシ・パンフレットを
配置し周知に努めた。

②商工会議所などと連携した事業者への周
知及び啓発を、十分にできなかった。

③経営者団体（商工会議所）等と連携し、
制度の利用促進を図る。

商工会議所をはじめ
経営者団体と連携
し、事業者に育児休
業・介護休業等の制
度について、周知・
啓発を図る

事業所での育休
や介護休業取得
の実例を市広報
の特集で紹介し
てもらえると事
業者のモチベー
ションをあげる
良い啓発になる
と思われる。

産業振興課

88

方針 施策
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施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成26年度
の事業目標

平成26年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成27年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号

保育サービ
スなどの充
実

共働き世帯などの働
く親の仕事と子育て
との両立を支援し、
子どもの健やかな成
長を支援するため、
保育所における延長
保育や一時預かりな
どのサービス、病児
保育、放課後児童ク
ラブの充実に努めま
す

子ども・子育て支
援事業計画におけ
る目標設定など、
新制度における各
種保育サービス等
のあり方につい
て、市民ニーズの
状況を十分に把握
し、需要と供給の
バランスが合致し
たサービス提供体
制の構築に向けた
検討を進める

①子ども・子育て支援事業計画の策定過程
において、各種子育て支援施策に係る新た
な目標設定を行った。

②ニーズ調査の結果に基づき、より保護者
の需要に即した目標量の設定を行うことが
できた。

③新たに設定した目標量の確保に向け、市
全体で子育て支援サービスの供給体制の整
備を図っていく必要がある。

子ども・子育て支援
事業計画に基づき、
市民ニーズに即した
子育て支援施策の供
給体制の構築を図る

サービスのメ
ニュー拡大、供
給量の充足はも
ちろんのこと、
子育てに不安や
戸惑いを抱える
親への心理的な
支援も含めた
サービスの質の
担保、人材の育
成についての体
制づくりも併せ
てお願いする。

保育幼稚園課

89

介護サービ
スなどの充
実

介護を必要とする高
齢者を抱え、仕事と
の両立を図ろうとす
る家庭に対し、介護
保険制度に関する情
報提供の充実を図
り、介護サービスの
効果的な提供支援を
通じて、介護が個
人・家族の責任から
社会の責任として定
着するように努めま
す

今後も高齢者数及
び高齢化率の上昇
が見込まれるた
め、適切な要介護
認定及び保険給付
のみならず、家族
介護者の支援や介
護の予防について
も重点的に進める

①地域包括支援センター等と連携し、介護
保険制度の周知や家族介護者の相談に取り
組んだ。

②相談機関の周知とともに、地域包括支援
センター等と連携し、個別のニーズに応じ
た相談体制の充実に努めた。

③地域包括支援センター・ケアマネー
ジャー・介護者家族の会等に協力を依頼
し、より一層の周知が必要である。

今後も高齢者数及び
高齢化率の上昇が見
込まれるため、適切
な要介護認定及び保
険給付のみならず、
家族介護者の支援や
介護の予防について
も重点的に進める

今年度の介護保
険の改正によ
り、自己負担率
は1割から収入
により、2割に
なりあるいは特
養への入所要件
が介護３以上と
厳しくなったこ
とから、介護者
の介護負担が増
大することにつ
ながらないよう
な、きめ細かな
相談体制の充実
努力をお願いす
る。

高齢福祉課

90

方針 施策
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施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成26年度
の事業目標

平成26年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成27年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号

性と生殖に
関する健康
と権利（リ
プロダク
ティヴ・ヘ
ルス／ライ
ツ）に関す
る啓発

女性の人権として、
性と生殖に関する健
康と権利（リプロダ
クティヴ・ヘルス／
ライツ）の正しい概
念を周知します

広報・ホームペー
ジ等を利用した周
知・啓発に努める
とともに、その他
の手法による啓発
活動についても検
討する。

①広報やホームページを利用した周知・啓
発を予定したが実施できなかった。

②HPに記事を載せるなどの周知及び啓発
を、十分にできなかった。

③リプロダクティヴ・ヘルス/ライツという
言葉の認知度が低いため理解を深められる
ような啓発に努める

広報紙やホームペー
ジを利用した周知・
啓発に合わせ、セミ
ナー等での啓発に努
める

授かった命は尊
く、妊娠や出産
はよく考える必
要がある。産む
性としての女性
の権利の尊厳の
意味を男女共に
真剣に考える機
会が必要だと思
われる。

人権女性政策課
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性の尊重に
関する教育
の推進

性と生殖に関して健
康であることの重要
性や性感染症、ＨＩ
Ｖ／エイズなどに関
する正しい知識の普
及啓発を進めます

保健センター館内
の窓口にポスター
掲示やパンフレッ
ト等設置し啓発す
るとともに、関係
機関と協力し薬物
乱用等は心身に重
大な影響あること
の情報提供に努め
る

①保健福祉センター館内に薬物乱用や性感
染症等に関するポスター等を掲示すると共
に、広報、ホームページで啓発をおこなっ
た。

②危険ドラッグ等の薬物が健康に重大な影
響を及ぼすことや、感染を拡大しないよう
正しい知識の普及を進めることができた。

③保健所、庁内関係各課と連携し、薬物
等、健康に重大な影響があることの知識の
普及に努める。

保健福祉センター館
内の窓口にポスター
掲示やパンフレット
等設置、及びホーム
ページ、広報で啓発
するとともに関係機
関と協力し危険ド
ラッグ等の薬物乱用
が心身に重大な影響
があることの情報提
供に努める

学校教育課と連
携して、中学生
を対象に、例え
ば危険ドラッグ
等、薬物の取り
締まり指導に当
たる専門的な組
織・団体等の協
力のもと啓発の
企画を考えてみ
てはどうか。

健康増進課

92

基本目標④：男女が健康で安心して暮らせるセーフティネットを充実していきましょう

方針 施策

11 生
涯
を
通
じ
た
男
女
の
健
康
支
援

生涯を通
じ男女が
健康を保
持・増進
できるよ
う、心身
の健康に
関する啓
発・教育
を進める

38



施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成26年度
の事業目標

平成26年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成27年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号

性の尊重に
関する教育
の推進

性と生殖に関して健
康であることの重要
性や性感染症、ＨＩ
Ｖ／エイズなどに関
する正しい知識の普
及啓発を進めます

発達段階に応じた
性教育に取組み、
正しい知識の普及
啓発が進むよう、
男女平等教育推進
委員会等で、情報
共有や意見交流を
行う

①性感染症やＨＩＶ/エイズについて関係機
関の研修への参加を促し、ポスターやパン
フレットを各校に配布して啓発を行った。

②児童・生徒の発達段階に応じた性に関す
る指導が各校において進められた。

③性に関する意識や価値観が多様化する中
で、児童・生徒が性の尊重について正しい
知識を持てるよう、継続的な普及啓発が今
後も必要である。

性に関する意識や価
値観が多様化する中
で、児童・生徒が性
の尊重について正し
い知識を持てるよ
う、今後も取組を継
続していく

最近ネットを通
じた子どもの性
的な被害が深刻
な社会問題に
なっている。
大人の目に触れ
ないところで被
害を受け、悩ん
だり傷ついたり
する子どもをな
くすために、正
しいIT利用方法
や被害にあわな
いための自衛策
などをできれば
親子対象に啓発
する必要があ
る。

学校教育課

93

方針 施策
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施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成26年度
の事業目標

平成26年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成27年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号

男女の健康
に関する啓
発

男女の健康に関する
啓発について、生活
習慣病予防教室や骨
粗しょう症予防教室
などを開催し、広報
紙などを活用し、市
民が受講しやすい内
容に努めます

若い世代からの健
康に関する意識向
上を目的に、教室
を実施する

①若い世代からの健康に関する意識の向上
を目的にLｅｔ´アンチエイジング教室を
新たに実施した。

②今までほとんど参加のなかった20代30
代の子育て世代の若い年代に対して、家族
の健康管理について啓発することができ
た。

③「保健事業のご案内」に掲載する等周知
に努めるとともに、保育の拡充により、子
育て世代の市民が受講しやすい体制づくり
を整備する。

若い世代からの健康
に関する意識向上を
目的に、多くの方が
参加できるように努
める

生活習慣病を予
防するために
は、早い年齢か
ら良い生活習慣
づくりに取り組
むことが重要で
すが、健康かど
ま２１（H
25）の調査で
は例えば小中学
生の朝食の欠食
率は全国平均の
約3倍と高率を
示している。予
防の観点から対
象者を小中学生
に設定し、学校
での食育推進に
連携する形で啓
発をすすめるこ
とが効果的効率
的かと考える。
また、高い喫煙
率（特に妊婦
の）も気がかり
な指標となって
いる。

健康増進課

94

方針 施策
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施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成26年度
の事業目標

平成26年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成27年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号

飲酒、喫
煙、薬物乱
用防止対策
などの推進

医師会や保健所など
の関係機関、学校、
家庭、地域などとの
連携により、飲酒、
喫煙、薬物乱用防止
対策に努めます

保健所や医師会等
の関係機関と連携
を図りながら、健
康保持等の周知啓
発に努める

①歯科健康展や健診など、大勢の市民が来
所するイベント時に、パンフレットの設
置、ポスターや教育媒体の展示を行い、多
くの来所者に興味を持って見てもらえた。

②特にたばこの禁煙指導媒体（たばこの
タールそのものを紹介）を用いた禁煙啓発
は来所者の反応が良く、たばこ害の周知啓
発活動を行えた。

③健康展や健診などの場で健康保持・増進
に関する紹介に努め周知啓発を図る。

保健所や医師会等の
関係機関と連携を図
りながら、健康保持
等の周知啓発に努め
る

市の取り組み通
り、飲酒・喫
煙・薬物乱用防
止は今の取り組
みをさらに推進
して頂きたい。
特に薬物はネッ
トでの利用が考
えられるので学
校での教育も必
要となってく
る。
路上で喫煙する
者も多く、受動
喫煙についても
対策が必要と思
われる。

健康増進課
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2 生涯各期
に応じた
健康対策
を進める

妊娠や出産
などに関す
る健康支援

飛び込み出産の防止
や妊娠高血圧症候
群、貧血の早期発見
など、妊婦の健康の
保持・増進を図るた
め、妊婦健康診査の
周知と受診の促進を
図ります。また、相
談や乳幼児健診、訪
問活動など、母子の
健康の保持・増進を
図ります

公費負担額の拡充
に伴い、さらなる
妊婦健診の受診勧
奨に努めるととも
に、乳幼児健診・
家庭訪問等の母子
保健事業を継続的
に実施し妊婦の健
康の保持・増進を
図る

①公費負担額を拡充し、妊婦健診自己負担
額の軽減を図るとともに、受診勧奨に努め
た。また様々な機会を通じ、妊婦健診の周
知と受診の促進を図った。また、保健師に
よる相談、訪問活動等の母子保健事業やマ
マパパ教室、日曜日に開催するサンデーマ
マパパ教室についても実施した。

②公費負担額の拡充により、妊婦健診自己
負担額の軽減につながった。

③母子健康手帳と同時に配布している妊婦
健診補助を交付する際に、妊婦健診の勧奨
を行い受診の促進を図る。

妊婦健診の受診勧奨
に努めるとともに、
乳幼児健診・家庭訪
問等の母子保健事業
を継続的に実施し妊
婦の健康の保持・増
進を図る

公費負担の拡充
により妊婦健診
が増加するよう
にさらなる受診
勧奨を行って頂
きたい。
パパママ教室の
充実、マタニ
ティブルーにつ
いて気軽に相談
できる体制作り
も考慮に入れて
いただきたい。

健康増進課

96

方針 施策
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施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成26年度
の事業目標

平成26年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成27年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号

乳幼児期か
らの食育の
推進

健康づくりの基礎と
なる乳幼児期に、適
切な食習慣の確立や
食を通じた豊かな人
間性の構築、家族の
関係づくりなどを深
めるため、食生活の
重要性について、総
合的な食育の推進を
図ります

関係機関とも連携
を図りながら、門
真市健康増進計
画・食育推進計画
の推進体制を充実
させ計画に取り組
む

①関係機関とも連携しながら、歯科健康展
や健診等のイベント他でチラシ配布や展示
を行い、健康増進・食育推進を図った。

②教室・健診・その他行事等でのチラシ配
布他により周知が図れた。

③関係各課・関係機関との連携強化を図
る。

関係機関とも連携を
図りながら、門真市
健康増進計画・食育
推進計画の推進体制
を充実させ計画に取
り組む

乳幼児期からの
食育推進は事業
目標通りに進め
てもらいたい。
特に両親の手助
けがない母親に
対して食育の重
要性を保健師や
チラシ、行事を
通じて訴える機
会を増やして欲
しい。
充実に期待す
る。

健康増進課
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成人・高齢
期における
健康づくり
の推進

死因や要介護認定の
原因疾患の男女の違
いなどを踏まえ、が
ん検診の受診や疾病
に関する正しい知識
の啓発を進めます。
また、心の健康相談
の充実に努めます。

がん検診やその他
検診についての周
知、受診勧奨に努
め受診者数増を図
る。また、健康相
談を受ける中で、
心の問題など適切
な窓口紹介をし充
実した相談支援を
進める

①広報や一般健診、歯科健康展などの機会
に、ポスターやちらしなどで受診勧奨を実
施した。また、心の健康相談については毎
週保健師による面談・電話健康相談を実施
するなかで、不安の傾聴、助言など行い、
必要な場合窓口紹介を行っている。

②女性のがんについて受診者数は伸びた。
心の健康相談は保健所が保健福祉センター
で実施しており、相談者を適切に保健所へ
繋ぎ効果を得ている。

③がん検診（乳がん・子宮がん・大腸が
ん）については、国の補助事業（無料クー
ポンと受診勧奨通知）や集団検診実施の周
知PRを行い受診率の向上を図る。心の健康
相談については、保健所等関係機関・関係
各課との連携強化を図る。

がん検診やその他検
診についての周知、
受診勧奨に努め受診
増を図る。また、健
康相談を受ける中
で、心の問題など適
切な窓口紹介をし充
実した相談支援を進
める

成人・高齢期に
おける健康づく
り推進は最重要
課題と思われ
る。
スポーツや予防
の啓発も必要と
考える。がん検
診、その他の受
診勧奨もさらな
る勧奨に努めて
頂きたい。
心の問題はプラ
イバシーに配慮
しつつ当事者及
び家族の悩みに
も対応できるよ
う関係各課の連
携、相談体制を
強化して頂きた
い。

健康増進課
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方針 施策
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施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成26年度
の事業目標

平成26年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成27年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号

健康づくり
を意識した
運動習慣の
促進

生涯を通じ、健康づ
くりを意識した運動
の習慣づけをめざ
し、啓発を行うとと
もに、年代や体力に
応じたスポーツ活動
を促進します

各スポーツ団体が
実施するイベント
等の事業に幅広い
市民の参加を促す
とともに、市民の
誰もが気軽に参加
でき、スポーツ活
動のきっかけづく
りの場となるス
ポーツ大会の開催
をめざす

①門真市スポーツ少年団が主催する大会事
業に対し補助金を交付するとともに、門真
市体育協会との共催で、北河内地区総合体
育大会をはじめ、大阪府総合体育大会、三
島・北河内地区対抗柔道大会、北河内地区
駅伝競走大会を開催した。
　また、26年度より新たな取組みとして子
どもから高齢者、障がい者まで誰もが気軽
にスポーツに触れる機会を創出する目的
で、各種団体とともに実行委員会を結成
し、公民協働により「門真市スポーツ・レ
クリエーション大会」を開催した。

②「門真市スポーツ・レクリエーション大
会」の開催を通して、これまで運動に縁の
無かった市民に対して、体を動かすことの
楽しさ、大切さを多少でも実感していただ
くことができた。

③ より多くの市民が参加できるよう、効果
的な大会開催の周知方法を検討する。

「門真市スポーツ・
レクリエーション大
会」に関して、更に
多くの市民が参加し
たいと思える大会と
なるよう、実行委員
会参画団体の増加を
図るとともに、実施
内容の更なる充実を
図る

門真市スポー
ツ・レクリエー
ション大会は開
催されている
が、各種目の運
動サークルが主
体となっている
ので、普段から
なじんでいない
市民が参加しに
くのではないか
と思う。
誰でもが気楽に
参加できるイベ
ント要素が必要
ではないか。

スポーツ振興課　
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健康づくり
を意識した
運動習慣の
促進

生涯を通じ、健康づ
くりを意識した運動
の習慣づけをめざ
し、啓発を行うとと
もに、年代や体力に
応じたスポーツ活動
を促進します

関係機関と連携
し、歩こうよ・歩
こうね運動等のス
ポーツ活動の促進
を行う

①広報紙に掲載し、事業の周知に努めると
ともに、関係機関と連携し、歩こうよ・歩
こうね運動等スポーツ活動の促進に努め
た。

②高齢者の健康維持・増進に寄与した。

③高齢者の閉じこもりや介護予防のために
運動習慣を身につけ、健康の維持・推進を
図るため、今後も参加数や完歩者が増加し
ていくような支援が必要である。

歩こうよ・歩こうね
運動のスポーツ活動
の促進を行い、高齢
者が、この運動を自
主的に取り組むこと
により、介護予防な
どになるため、参加
者数の増加を目指す

門真市内にある
歩こうよ歩こう
ね運動のサーク
ル全体をまとめ
て、スタンプ
ウィーキングを
門真市が主催し
て運動をアピー
ルしてはどう
か。

高齢福祉課

100

方針 施策
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施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成26年度
の事業目標

平成26年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成27年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号

ひとり親家
庭に対する
支援

母子家庭等ひとり親
家庭の自立支援を計
画的に進めます

第２次ひとり綾家
庭等自立促進計画
の推進に努める

①自立支援員による母子相談及び離婚前相
談を164件実施した。また、ひとり親の経
済的な安定を図るため、資格取得のための
高等職業訓練促進給付金事業に６件のケー
スをつないだ。
　
②高等職業訓練促進給付金事業につないだ
ケース実績が、微増ながら増加した（前年
５件）。また、プログラム策定事業を行う
ことで、個々のニーズに合わせた就労支援
を行った。
　
③今後も引き続き、自立支援員による相談
支援を充実させる。

第３次ひとり親家庭
等自立促進計画の策
定を目指す。

自立支援員の相
談の充実は必要
だが、相談が多
岐に渡り、要件
が多くあるよう
に思う。そのた
めに地域の支援
体制を強固に確
立する必要があ
るのでは。例え
ば民生委員の活
躍を期待する。

子育て支援課

101

高齢者に対
する支援

介護保険サービスの
提供を進め、地域で
の自立した生活を支
援するための事業を
推進します

高齢化の更なる伸
展を踏まえ、地域
包括支援セン
ター・介護保険事
業所等の連携を一
層強化し、支援す
る

①地域包括支援センター及び介護保険事業
者・民生委員等を対象に、市域包括ケア会
議を実施（連絡部会・地域支援部会・全体
部会）した。

②会議の種類に応じて、地域包括支援セン
ター及び介護保険事業者、民生委員等、高
齢者に関わる方々に参加をして頂き、連携
の重要性の周知を図れた。

③地域ケア会議を積極的に実施し、地域課
題の抽出・改善策を検討していく。

地域包括支援セン
ター・介護保険事業
者・高齢者に関わる
地域住民らとの連携
の強化（地域包括ケ
アシステムの構築の
ため、地域ケア会議
の推進を図る。）

包括の働きにバ
ラツキがあるの
ではないか。
又、地域の組織
との協働、連携
を強化する必要
があるのではと
思う。

高齢福祉課

102

障がいのあ
る児童に対
する支援

障がいのある子ども
が、地域で社会の一
員として主体的に生
きる力を高められる
ように、関係機関な
どと連携し、ライフ
ステージに合った福
祉・保健・医療など
を支援します

障がい福祉サービ
ス・地域生活支援
事業、障がい児通
所支援の提供を行
い、障がい児の療
育を推進し、保護
者の負担の軽減に
努める

①障がい福祉サービス・地域生活支援事業
のサービスとともに、障がい児通所支援の
利用を推進し、216名の利用があった。

②障がい児通所支援の利用が進み、障がい
児を養育されている保護者の負担軽減や継
続的な療育を提供することが出来た。

③今後も障がい児サービスについて市ホー
ムページ・福祉のしおり等で継続して周知
を行う。

障がい福祉サービ
ス・地域生活支援事
業、障がい児通所支
援の提供を行い、障
がい児の療育を推進
し、保護者の負担も
軽減していく

障がい児に対す
る支援に際し、
個性が尊重され
内在する力を引
き出す支援を期
待する。
保護者の負担軽
減のために、周
知手段のさらな
る工夫が望まれ
る。

障がい福祉課

103

方針 施策

さ
ま
ざ
ま
な
困
難
を
抱
え
る
人
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
環
境
の
整
備

困難な状
況に置か
れた人々
の課題解
決のため
の支援を
強化する

12
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施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成26年度
の事業目標

平成26年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成27年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号

障がいのあ
る人に対す
る支援

障がい福祉サービス
の提供を進め、地域
での自立した生活を
支援するための事業
を推進します

障がい福祉サービ
ス・地域生活支援
事業等の提供を行
い、障がい者の自
立に向けた支援を
行う

①難病等の方々にも障がい福祉サービス・
地域生活支援事業のサービス提供を実施し
た。

②申請者へはサービスを提供、また就労相
談にも関係機関と連携して対応するなど自
立した生活への支援を実施した。

③市ホームページ・福祉のしおり等で対象
者に継続して周知を行う。

障がい福祉サービ
ス・地域生活支援事
業等の提供を行い、
障がい者の自立に向
けた支援を行う

サービス提供者
の障がいへの深
い知識と理解が
障がい者の自立
を促進する。
就労支援では、
就労後の職場環
境の問題点を早
期に把握する充
実したフォロー
体制を期待す
る。

障がい福祉課

104

生活が困窮
している人
に対する自
立支援

生活が困窮している
人への相談や指導・
助言を行い、自立に
向けた支援に努めま
す

生活が困窮している
人等への支援策とし
て、住宅支援給付事
業および門真市援護
資金貸付事業を実施
し、委託相談事業と
してコミュニティ
ソーシャルワーカー
配置事業、総合相談
事業を実施している
これらの事業を実
施・充実させていく
とともに、窓口間の
情報提供、つなぎ機
能の強化などの有機
的連携を図っていく

①モデル事業として、生活困窮者自立相談
支援事業を委託により実施し、生活困窮者
に対する総合的な相談窓口として機能して
いる。住宅支援給付事業による住居費の扶
助および門真市援護資金貸付事業による生
活費の貸付により、生活困窮者に対し自立
にむけた支援を図っている。

②生活困窮者自立相談支援事業の実施によ
り、一人ひとりに合わせた支援策を検討す
ることでより丁寧な支援を行えるように
なった。

③課題を抱えた方がすぐに相談できるよう
周知に努める。

生活困窮者自立支援法
の施行にともない生活
困窮者自立支援相談事
業を委託により実施
し、生活困窮者に対す
る総合的な相談窓口と
して生活困窮者に対し
自立にむけた支援を
図っていく

生活困窮をもた
らす要因は人に
より違い、また
問題が複合的、
重層的であると
思われるので、
個人に合わせて
より丁寧な支援
を期待する。
特に働く世代の
単身女性の相対
的貧困率や母子
世帯の貧困率が
高いので、効果
的、有効的な支
援を望む。

地域福祉課

105

方針 施策
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施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成26年度
の事業目標

平成26年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成27年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号

生活が困窮
している人
に対する自
立支援

生活が困窮している
人への相談や指導・
助言を行い、自立に
向けた支援に努めま
す

関係各課及び課内
に配置した相談員
（就労支援員等）
及び関係機関（ハ
ローワークナビ支
援等）を活用し、
生活困窮者（生活
保護受給者）の自
立支援に努める

①課内に就労支援員等を配置し、生活困窮
者（生活保護受給者）の自立支援を行っ
た。

②就労支援員等を配置したことにより、生
活困窮者（生活保護受給者）の自立の助長
につながった。

③就労支援員等を増員したり、関係機関
（ハローワークナビ支援等）を活用し、さ
らなる生活困窮者（生活保護受給者）の自
立支援を行う。

関係各課及び課内に
配置した相談員（就
労支援員等）及び関
係機関（ハローワー
クナビ支援等）を活
用し、生活困窮者
（生活保護受給者）
の自立支援に努める

貧困ゆえに社会
から孤立するの
で、相談員や支
援員による支援
はいっそう重要
と思われる。声
なき女性の貧困
が社会問題であ
るが、寄添い支
援により女性の
声を聴き取り、
自立に有効な支
援を願う。

保護総務課・保護課

106

就労困難者
に対する就
労支援

母子家庭の母や寡
婦、高齢者や障がい
のある人など、就労
が困難な人の就労を
促進するため、ハ
ローワーク等関係機
関と連携し、就労機
会の確保・拡大に努
めます

地域就労支援セン
ターにおいて、職
業訓練等の情報提
供するとともに、
ハローワークとの
連携強化を図り、
ひとりでも多くの
就職困難者が就労
できるように努め
る

①国や大阪府からの技能向上、資格取得の
ための職業訓練等の情報提供等のチラシ・
パンフレットを設置し、情報提供及び周知
に努めた。

②地域就労支援センターにおいて、ハロー
ワークで得た情報を提供するといった形で
連携を行うことができた。

③ハローワークとの連携をより強化し地域
就労支援センターによる就労相談・支援に
努める。

地域就労支援セン
ターにおいて、職業
訓練等の情報提供す
るとともに、ハロー
ワークとのより一層
の連携強化を図り、
ひとりでも多くの就
職困難者が就労でき
るように努める

生活が安定する
ために、訓練期
間が短期から長
期まである豊富
な職業訓練を期
待する。
シングルマザー
の職場確保と心
の安定につなが
る病児保育の保
証が必要と思わ
れる。

産業振興課

107

方針 施策
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施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成26年度
の事業目標

平成26年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成27年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号

小地域活動
の推進

地域の高齢者や障が
いのある人、子育て
中の親子など支援を
必要とする人々が住
み慣れたまちで安心
して生活できるよう
に、地域住民の参加
と協力による支え合
い、助け合いの取り
組み「小地域活動」
を推進し、地域力の
強化を図ります

引き続き、門真市
社会福祉協議会が
実施する小地域
ネットワーク活動
に対し補助金を交
付するとともに、
よりきめ細やかか
つ実効的な事業が
実施できるような
仕組みづくりや助
言を行う

①門真市社会福祉協議会が実施する小地域
ネットワーク活動に対し事業費補助を行っ
た。

②地域住民による支え合い活動を支援する
ことにより、地域力の向上につながった。

③主体となる地域住民がより効果的に活動
がおこなえるような仕組みづくりや助言を
引き続き検討していく。

引き続き、門真市社
会福祉協議会が実施
する小地域ネット
ワーク活動に対し補
助金を交付するとと
もに、よりきめ細や
かかつ実効的な事業
が実施できるような
仕組みづくりや助言
を行っていく

支援対象者への
聞き取り調査を
基に需要にそっ
た地域活動が必
要だ。活動の担
い手となる地域
住民への男女共
同参画の継続し
た啓発により、
充実した活動が
期待できる。

地域福祉課

108

2 女性であ
ることで
複合的に
困難な状
況に置か
れている
人々への
対策を進
める

情報提供の
充実

母子家庭や寡婦、障
がいのある女性、外
国人女性などが、安
心して日常生活を送
ることができるよう
に、生活情報や行政
サービス情報などを
提供します

広報やホームペー
ジだけでなく、講
演会開催時に情報
提供するなど、困
難な状況にある女
性が安心できる情
報提供を行う

①広報かどま4月号、9月号、12月号、毎
年12月に発刊している「人権週間特集号」
及び市ホームページに相談窓口等を掲載す
るとともに、「人権なんでも相談」のチラ
シをイベント等で配布し、周知啓発を行っ
た。

②広報紙による定期的な相談窓口の周知を
図ったことに加え、チラシでの啓発を行え
た。

③さらに相談窓口等の周知を行い、安心し
て日常生活を送ることができるよう、情報
提供に努める。

広報やホームページ
だけでなく、講演会
開催時に情報提供す
るなど、困難な状況
にある女性が安心で
きる情報提供を行う

適切に情報提供
がなされてお
り、高く評価で
きる。

人権女性政策課

109

方針 施策

47



施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成26年度
の事業目標

平成26年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成27年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号

相談体制の
充実

母子家庭や寡婦、障
がいのある女性、外
国人女性などが、安
心して日常生活を送
ることができるよう
に、また、人権侵害
などの事象に総合的
に対応できるよう
に、関係課や関係機
関との連携強化を図
ります

人権相談や女性の
ための相談、人権
擁護委員の相談を
引き続き実施する
とともに、関係機
関や庁内各課と連
携し、相談体制の
充実を図る（女性
のための相談は相
談時間を午後に変
更し実施するた
め、周知を図る）

①各種相談窓口の相談件数（26年度）
人権相談107件
女性のための相談12件
人権擁護委員の相談1件

②人権相談は例年100件を超える相談実績
があり、定着傾向がみられる。女性のため
の相談と人権擁護委員の相談は昨年より減
少している。

③人権相談、女性のための相談、人権擁護
委員の相談は「人権なんでも相談」のチラ
シを活用し、あらゆるイベントや人権講座
において周知を行った。さらなる周知策の
工夫に取り組む。

人権相談や女性のた
めの相談、人権擁護
委員の相談を引き続
き実施するととも
に、関係機関や庁内
各課と連携し、相談
体制の充実を図る

さらなる関係機
関等との連携を
強化し、一層の
相談体制の充実
に期待する。

人権女性政策課

110

相談体制の
充実

母子家庭や寡婦、障
がいのある女性、外
国人女性などが、安
心して日常生活を送
ることができるよう
に、また、人権侵害
などの事象に総合的
に対応できるよう
に、関係課や関係機
関との連携強化を図
ります

相談体制の充実を
図るとともに、関
係各課及関係機関
と連携強化に努め
る

①自立支援員が、母子相談127件と離婚前
相談37件に対応した。

②ひとり親家庭等の相談内容に応じ、関係
各課や関係機関との連携を図り、支援を
行った。
　
③今後も引き続き、自立支援員による相談
を行い、関係各課や関係機関と連携して、
支援に努めるとともに、自立支援員の相談
の周知啓発に努める。

相談体制の充実を図
るとともに、関係各
課及関係機関とのさ
らなる連携強化に努
める

自立支援員の活
躍に期待した
い。

子育て支援課

111

方針 施策
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施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成26年度
の事業目標

平成26年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成27年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号

相談体制の
充実

母子家庭や寡婦、障
がいのある女性、外
国人女性などが、安
心して日常生活を送
ることができるよう
に、また、人権侵害
などの事象に総合的
に対応できるよう
に、関係課や関係機
関との連携強化を図
ります

障がいのある女性
や高齢者・難病等
の方々に対して、
関係機関と連携強
化を図ってさまざ
まな相談に対し支
援を行う

①障がいのある女性・高齢者・難病等の
方々からの相談、障害者虐待防止法に関わ
る相談等に関係機関と連携して対応した。
２７年３月には障がい者基幹相談支援セン
ターを設置し、相談支援体制の充実を図っ
た。

②関係機関との連携によりスムーズに問題
に対応し、取り組めた。また障がい者基幹
相談支援センターを中核とするネットワー
クによる相談支援体制の構築ができた。

③今後も障がい害者基幹相談支援センター
を中核としたネットワークの強化に取り組
む。

障がいのある女性や
高齢者・難病等の
方々の相談に対応で
きるよう、障がい害
者基幹相談支援セン
ターを中核とした
ネットワークの強化
に取り組む。

さらなるネット
ワーク強化の取
り組みに期待す
る。

障がい福祉課

112

相談体制の
充実

母子家庭や寡婦、障
がいのある女性、外
国人女性などが、安
心して日常生活を送
ることができるよう
に、また、人権侵害
などの事象に総合的
に対応できるよう
に、関係課や関係機
関との連携強化を図
ります

母子家庭や寡婦、
障がいのある女
性、外国人女性の
生活保護受給者世
帯について関係各
課及び機関と連携
を図ると共に、専
任の面接相談員を
配置し、人権侵害
などの事情への総
合的な対応に努め
る

①関係各課及び関係機関と連携を図るとと
もに、専任の面接相談員を配置し、母子家
庭や寡婦、障がいのある女性、外国人女性
の生活保護受給者世帯への対応を行った。

②関係各課及び関係機関と連携を図るとと
もに、専任の面接相談員を配置することに
より、人権侵害などの事案への対応がきめ
細かく行えるようになった。

③関係各課及び関係機関との連携を今後も
きめ細かく行っていくとともに、専任の面
接相談員の充実を図る。

母子家庭や寡婦、障
がいのある女性、外
国人女性の生活保護
受給者世帯について
関係各課及び機関と
連携を図ると共に、
専任の面接相談員を
配置し、人権侵害な
どの事情への総合的
な対応に努める

関係各課等との
連携にを強め、
市の総合的な努
力に期待する。

保護総務課・保護課

113

方針 施策
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施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成26年度
の事業目標

平成26年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成27年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号

相談体制の
充実

母子家庭や寡婦、障
がいのある女性、外
国人女性などが、安
心して日常生活を送
ることができるよう
に、また、人権侵害
などの事象に総合的
に対応できるよう
に、関係課や関係機
関との連携強化を図
ります

関係機関・関係各
課との連携強化を
図り、保健師が総
合的に対応できる
よう努める

①保健師が窓口や訪問により、母子家庭や
障がいのある女性、外国人女性などの相談
等支援に対応し、必要に応じて通訳の依頼
など、関係機関と連携し支援を行った

②保健師のみの体制でなく複数の関係各課
と連携することで、相談者に対し充実した
きめ細かい対応やサービスが提供できた

③関係各課・関係機関との連携強化を図る
とともに、保健師の能力向上にも努める

関係機関・関係各課
との連携強化を図
り、保健師が総合的
に対応できるよう努
める

関係相互に発揮
する総合力を期
待したい。

健康増進課

114

複合的な課
題に関する
対応

さまざまな複合的な
課題を抱えた家庭の
悩みや困難を解決す
るため、関係課や関
係機関などとの連携
による対応の充実を
図ります

人権相談や女性の
ための相談、人権
擁護委員の相談に
おいて関係各課や
関係機関等との連
携を図り相談対応
の充実に努める

①大阪府や法務局、その他関係機関、庁内
関係各課と連携し、人権相談、女性のため
の相談、人権擁護委員の相談を実施した。

②大阪府や法務局、庁内関係機関等と連携
し、相談体制の充実が図れた。

③様々な問題をもったケースについて、実
情に合った対応できるよう、さらなる連携
体制を強化する。

人権相談や女性のた
めの相談、人権擁護
委員の相談において
関係各課や関係機関
等との連携を図り相
談対応の充実に努め
る

様々なケースに
ついて関係機関
相互の連携を一
層図って頂きた
い。

人権女性政策課

115

複合的な課
題に関する
対応

さまざまな複合的な
課題を抱えた家庭の
悩みや困難を解決す
るため、関係課や関
係機関などとの連携
による対応の充実を
図ります

相談体制の充実を
図るとともに、関
係各課及関係機関
と連携強化に努め
る

①児童家庭相談対応件数は943件。３年間
平均960件程度対応している。

②複雑な問題に対する解決を図るため、対
象者の状況把握に努め、必要な支援を展開
するべく、関係各課や関係機関と連携を
行った。

③様々な問題を抱えた家庭に対する支援で
は、一機関では対応が困難なため、関係各
課や関係機関とのさらなる連携強化を行
い、支援体制の構築に努める。

相談体制の充実を図
るとともに、関係各
課及関係機関とのさ
らなる連携強化に努
める

対応実績を積み
重ねる中で、具
体的な連携方法
を充実させて、
相談内容にきめ
細かく対応でき
る態勢をさらに
確立させて頂き
たい。

子育て支援課

116

方針 施策
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施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成26年度
の事業目標

平成26年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成27年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号

複合的な課
題に関する
対応

さまざまな複合的な
課題を抱えた家庭の
悩みや困難を解決す
るため、関係課や関
係機関などとの連携
による対応の充実を
図ります

障がいのある女
性・高齢者・外国
人、難病等の方々
が抱える様々な問
題に対して、相談
に対応し、関係機
関と連携強化を
図って解決に向け
た支援を行う

①障がいのある女性・高齢者・外国人、難
病等の方々が抱える様々な問題に関係機関
と連携して取り組んだ。また障がい者基幹
相談支援センターを中核とするネットワー
クによる相談支援体制の構築ができた。

②複合的な問題にも関係機関と連携して対
応した。また障がい者基幹相談支援セン
ターを中核とするネットワークによる相談
支援体制の構築ができた。

③さまざまな問題を抱える障がい者の相談
に対応できるよう、今後も障がい害者基幹
相談支援センターを中核としたネットワー
クの強化に取り組む。

障がいのある女性・
高齢者・外国人、難
病等の方々が抱える
様々な問題に対応で
きるよう、今後も障
がい害者基幹相談支
援センターを中核と
したネットワークの
強化に取り組む。

障がい者基幹相
談支援センター
を中核とする体
制をさらに充実
し、ネットワー
クの具体的な利
用者にわかり易
いものとして啓
発しつつ、個別
の事例への対応
を継続すること
を期待する。

障がい福祉課

117

複合的な課
題に関する
対応

さまざまな複合的な
課題を抱えた家庭の
悩みや困難を解決す
るため、関係課や関
係機関などとの連携
による対応の充実を
図ります

複合的な問題を抱
えた生活保護受給
者世帯の悩みや困
難を解決するため
関係各課及び関係
機関と連携を図る
とともに、課内の
相談員（子ども健
全育成相談員等）
を活用することに
より問題の解決に
努める

①関係各課及び関係機関と連携を図るとと
もに、課内の相談員（子ども健全育成相談
員等）を活用することにより、複合的な問
題を抱えた生活保護受給者世帯の悩みや困
難を解決し、世帯の自立助長を行った。

②関係各課及び関係機関と連携を図るとと
もに、課内の相談員（子ども健全育成相談
員等）を活用することにより、悩みや困難
が解消され世帯の自立助長が図られた。

③関係各課及び関係機関と連携をきめ細や
かに行う。また、課内の相談員（子ども健
全育成相談員等）のさらなる活用を行う。

複合的な問題を抱え
た生活保護受給者世
帯の悩みや困難を解
決するため関係各課
及び関係機関と連携
を図るとともに、課
内の相談員（子ども
健全育成相談員等）
を活用することによ
り問題の解決に努め
る

福祉と財政の均
衡を考慮しつ
つ、自立支援に
向けた各種支援
体制の継続・充
実を期待する。

保護総務課・保護課

118

方針 施策
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施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成26年度
の事業目標

平成26年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成27年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号

複合的な課
題に関する
対応

さまざまな複合的な
課題を抱えた家庭の
悩みや困難を解決す
るため、関係課や関
係機関などとの連携
による対応の充実を
図ります

家庭内問題を抱え
る家庭の問題解決
のため関係各課・
関係機関との連携
による対応の充実
を図る

①保健師が訪問等するなかで、家庭内問題
（DV・虐待・金銭・不就労等）を抱える家
庭が増加しており、関係課や関係機関と連
携し支援、措置を行っている。

②庁内各課との連携は不可欠であり、家庭
内の困難を解決するための連携が図れた。

③関係各課・関係機関との連携強化を図
り、保健師の専門性の向上を図り対応に努
める。

家庭内問題を抱える
家庭の問題解決のた
め関係各課・関係機
関との連携による対
応の充実を図る

これまでの関係
課との連携の充
実の継続がより
図られ、今後も
進展することを
期待するととも
に保健師の専門
性及び実務経験
に基づく実効的
な対応を期待す
る。

健康増進課

119

方針 施策
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